
大
和
盆
地
に
分
布
す
る
小
字
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
（
ツ
ボ
）
」
の
考
察

一
我
が
平
安
時
代
に
お
け
る
郡
黒
塗
の
正
倉
院
追
究
の
一
試
論
i
一

102 （102）

足

利

健

亮

　
【
要
約
目
　
大
和
盆
地
に
は
瓶
調
条
里
地
割
の
坪
々
に
付
せ
ら
れ
た
通
称
と
し
て
の
小
字
名
が
多
数
残
存
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」
　
「
ク
ラ

ノ
ッ
ボ
」
と
称
す
る
も
の
が
一
七
例
（
他
に
所
謂
大
和
盆
地
外
に
三
例
）
み
ら
れ
る
。
筆
者
は
そ
の
小
字
が
、
平
安
時
代
に
広
く
施
行
さ
れ
た
郡
郷
、
そ
の

他
官
田
の
正
倉
敷
地
疑
正
倉
院
を
踏
襲
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
の
考
え
を
（
一
）
文
献
史
料
に
よ
っ
て
か
か
る
地
名
成

立
の
時
代
・
契
機
を
探
る
こ
と
、
（
二
）
大
和
に
お
い
て
も
ぞ
う
し
た
倉
院
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
（
三
）
「
院
扁
と
「
町
」
と
の
性
格

上
の
類
同
性
を
論
ず
る
こ
と
、
（
四
）
敷
地
面
積
を
推
定
し
て
条
里
制
下
の
単
位
区
劃
の
面
積
と
関
連
づ
け
る
こ
と
、
（
五
）
倉
院
は
い
か
な
る
地
点
に
立
地

し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
か
の
条
件
を
あ
て
は
め
て
み
る
こ
と
、
等
に
よ
っ
て
証
明
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
考
え
る
。
か
か
る
考
え
か
ら
、
筆
者
は
大
和
盆
地
に
於
け
る
小
字

　
　
　
　
　
　
ま
　
え
　
が
　
き

　
歴
史
地
理
学
に
於
け
る
原
景
観
の
復
原
は
研
究
の
第
一
段
階
で
あ

る
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
状
は
遺
憾
な
が
ら
、
な
お
多
く
の
問
題
に
お

い
て
そ
の
第
一
段
階
に
と
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
有
様
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
そ
の
景
観
復
原
の
た
め
の
極
め
て
有
力
胤
素
材
の
一
つ
は
地

名
で
あ
る
が
、
こ
と
に
最
も
小
さ
な
一
区
劃
を
示
す
も
の
と
し
て
の

小
字
名
は
、
い
ま
や
一
層
積
極
的
に
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

地
名
若
干
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、

「
ク
ラ
ノ
マ
チ
（
ツ
ボ
）
」
な
る
小
字
が
、
・
我
が
平
安
時
代
に
施
行
せ

ら
れ
た
郡
・
郷
に
お
け
る
正
倉
院
あ
る
い
は
官
田
制
下
の
倉
院
の
如

き
も
の
に
比
定
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
の

で
、
な
お
不
充
分
な
点
を
自
認
し
つ
つ
、
＝
応
卑
見
の
概
略
を
ま
と

め
て
、
先
学
諸
賢
の
御
叱
正
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
た
。



大和盆地に分布する小字「クラノマチ（ツボ）」の考察（足利）

二
　
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」

　
「
ク
ラ
ノ
ツ
ボ
」
小
学
地
名
の
具
体
例

　
大
和
に
お
け
る
大
小
の
地
名
を
網
羅
し
た
労
作
『
大
和
地
名
大
辞

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曹

典
』
に
よ
る
と
、
現
在
大
和
一
国
内
で
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」
を
称
す
る

小
字
は
以
下
に
示
す
延
一
五
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
な
お
以

下
す
べ
て
行
政
区
劃
は
昭
和
二
八
年
、
つ
ま
り
市
町
村
合
併
促
進
法
実
施
以

前
の
も
の
に
従
う
。
事
例
番
号
は
図
心
の
番
号
と
合
致
さ
せ
て
あ
る
。
）

3　2　lb　la4658710 9

カ
ミ
ク
ラ
ノ
マ
チ
（
上
蔵
ノ
町
）

シ
モ
ク
ラ
ノ
マ
チ
（
下
蔵
ノ
町
）

ク
ラ
ノ
マ
チ
（
蔵
ノ
町
）

ク
ラ
ノ
マ
チ
（
蔵
ノ
町
）

ク
ラ
ガ
チ
ョ
ウ
　
（
蔵
ケ
町
）

ク
ラ
ガ
マ
チ
（
蔵
ケ
町
）

ク
ラ
ノ
マ
チ
　
（
蔵
ノ
町
）

汐
ラ
ノ
マ
チ
（
蔵
ノ
町
）

ク
ラ
ノ
マ
チ
（
倉
ノ
町
）

ク
ラ
ガ
チ
ョ
ウ
（
倉
ケ
町
）

ク
ラ
ノ
マ
チ
（
倉
ノ
町
）

奈
良
市
三
条
町

同
　
右

生
駒
郡
昭
和
村
長
安
寺

磯
城
郡
川
東
村
遠
田

磯
城
郡
平
野
村
薬
王
寺

磯
城
郡
多
村
秦
ノ
庄

磯
城
郡
都
村
八
尾

磯
城
郡
大
福
村
大
福

磯
城
郡
香
久
山
村
膳
夫

高
市
郡
真
菅
村
五
井

高
市
郡
鴨
公
庫
高
殿

14 13　12　IZ

ク
ラ
ノ
マ
チ
（
蔵
ノ
マ
チ
）

ク
ラ
ノ
マ
チ
（
蔵
ノ
町
）

ク
ラ
マ
チ
（
倉
町
）

ク
ラ
マ
チ
（
蔵
町
）

高
市
郡
芙
満
村
根
成
締

添
上
郡
狭
州
村
西

吉
野
郡
竜
門
村
西
谷

吉
野
郡
竜
門
村
佐
々
羅

　
こ
の
場
合
「
蔵
」
　
「
倉
」
の
両
様
の
文
字
、
「
チ
ョ
ウ
」
　
「
マ
チ
」

の
二
種
の
差
異
が
あ
る
が
、
地
名
、
な
か
ん
づ
く
小
字
地
名
の
如
き

は
口
伝
に
よ
る
存
続
の
事
例
が
一
般
で
あ
る
こ
と
や
、
後
に
も
触
れ

る
よ
う
に
＝
ハ
世
紀
初
頭
の
地
図
上
で
「
蔵
ノ
マ
チ
」
と
称
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

い
た
も
の
が
、
現
地
籍
図
上
で
は
「
倉
ノ
町
」
と
変
化
し
て
い
る
事

例
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
き
、
特
に
問
題
と
す
る
に
足
ら
な

い
。　

さ
て
、
こ
れ
ら
の
所
在
を
現
地
の
地
籍
図
に
て
ら
し
て
地
形
図
上

に
記
入
し
た
も
の
が
第
一
図
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
珍
及
び
伽
は
相
接

し
た
約
二
町
で
あ
る
か
ら
一
事
例
と
考
え
て
支
障
は
な
い
。
従
っ
て

厳
密
に
は
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」
小
宇
は
一
四
例
で
あ
る
。
更
に
こ
の
う

ち
1
2
の
事
例
は
大
和
高
原
上
、
1
3
・
1
4
の
二
事
例
は
吉
野
川
流
域
に

位
澄
す
る
の
を
除
け
ば
、
残
る
一
一
例
は
い
ず
れ
も
大
和
盆
地
内
の

所
謂
条
里
制
地
割
の
限
界
吋
に
在
り
、
し
か
電
い
ず
れ
も
条
里
又
は

条
坊
の
ご
麗
な
い
し
二
坪
を
そ
の
境
域
と
し
て
い
る
。
　
一
体
条
里
制

103　（103）
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大和盆地に分瑠する小字「・ク、ラノマチ　（ジボ）」の考察（足利）

下
の
一
坪
つ
ま
り
一
町
の
「
町
」
は
、
大
化
前
代
に
も
用
い
ら
れ
た

形
跡
は
あ
る
に
し
て
も
、
制
度
上
は
大
化
の
新
制
に
お
い
て
五
〇
〇

代
の
正
方
形
の
地
－
条
里
制
の
一
坪
に
冠
せ
ら
れ
る
名
称
と
定
め

ら
れ
た
こ
ぬ
、
つ
ま
り
大
化
新
制
の
後
条
里
制
と
相
関
連
し
つ
つ
一

般
化
し
た
用
語
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
条
里

制
な
い
し
条
里
地
割
と
の
関
連
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
町
地
名
と

坪
地
名
と
は
極
め
て
類
似
し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
っ
て
よ
い
と
考

え
る
。
そ
こ
で
次
に
「
ク
ラ
ノ
ツ
ボ
」
を
称
す
る
小
字
を
竜
提
示
し

て
お
き
た
い
。
　
「
ク
ラ
ノ
ッ
ボ
」
小
字
は
大
和
全
体
で
延
八
例
を
検

出
し
得
る
。
そ
れ
は
、

20　19b　19a　18b　18a　17　16　15

ク
ラ
ノ
ツ
ボ
（
蔵
ノ
坪
）

ク
ラ
ノ
ツ
ボ
　
（
蔵
ノ
坪
）

ク
ラ
ノ
ッ
ボ
（
蔵
ノ
坪
）

カ
ミ
ク
ラ
ソ
ツ
ボ
（
上
蔵
ノ
坪
）

シ
モ
ク
ラ
ソ
ツ
ボ
（
下
蔵
ノ
坪
）

キ
タ
ク
ラ
ノ
ツ
ボ
（
北
蔵
ノ
坪
）

ク
ラ
ノ
ッ
ボ
　
（
蔵
ノ
坪
）

ク
ラ
ソ
ツ
ボ
　
（
蔵
ノ
坪
）

で
あ
る
。

こ
の
場
合
も
ま
菟
籍
図
に
あ
た
っ
て
み
る
毒
と
励
、

磯
城
郡
川
酉
村
唐
院

大
和
高
講
掛
田
井

北
葛
城
郡
百
済
村
百
済

南
蕊
城
熟
議
上
村
粕
原

票
右

高
市
郡
薪
沢
村
観
音
寺

同
　
右

高
市
郡
金
橋
村
雲
梯

　
　
　
　
　
　
　
a

註）事例19は第1

　図参照のこと。

　縮尺は第1図に
　同じ。

ぷヰ　ロ

西5．
里

・
戸
0

第

2

図

11

条

12

条

お
条

5里

2
条％

条
　
幻
条

西4里西6里
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舩
と
伽
は
各
連
続
し
た
二
坪
か
ら
な
り
、
同
一
事
例
と
見
な
し
て
良

耀
■
　
　
　
－

い
。
他
に
1
7
の
事
例
も
南
北
に
続
く
二
揮
か
ら
な
る
。
そ
し
て
五
六

事
例
は
、
第
二
図
に
示
す
通
り
、
　
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」
と
同
様
に
い
ず

れ
竜
条
里
地
割
の
一
坪
な
い
し
二
坪
を
そ
の
境
域
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
「
ク
ラ
ノ
ツ
ボ
」
を
含
め
て
、
か
か
る
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」
小
字
は

全
国
を
対
象
と
し
て
検
索
す
れ
ば
、
恐
ら
く
相
当
多
き
を
数
え
る
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
後
に
若
干
参
考
に
・
も
し
た
い
と
思
う
の
で
、
た

ま
た
ま
筆
者
の
疹
に
触
れ
得
た
各
地
の
事
例
を
も
二
、
三
列
挙
し
て

お
く
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、

125　24　23　22　2

ク
ラ
ノ
マ
チ
（
倉
ノ
町
）

ク
ラ
ノ
マ
チ
（
藏
…
ノ
町
）

ク
ラ
ノ
マ
チ
（
蔵
ノ
町
）

ク
ラ
ノ
マ
チ
（
蔵
ノ
町
）

ク
ラ
ノ
マ
チ
（
蔵
町
）

京
都
府
乙
訓
郡
向
日
町
上
植
野

甕
豊
漁
饗
知
川
町
輪

兵
卸
町
美
嚢
郡
志
染
弘
安
禰
田

福
井
県
丹
生
郡
吉
野
村
本
保

愛
媛
県
温
泉
郡
小
野
村
水
泥

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
2
5
に
つ
い
て
は
な
お
地
籍
図
を
見
て
い
な

い
が
、
他
の
事
例
は
い
ず
れ
も
各
地
の
条
里
制
地
割
と
大
な
る
関
連

を
有
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
地
名
が
成
立
し
た
時
期
は
一
般
的
に
い
つ

の
時
代
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、

地
名
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
ま
た
何
に
起
因
す
る

三
　
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
（
ツ
ボ
）
」
成
立
の
時
代
と
契
機

　
広
義
の
ク
ラ
地
名
は
一
面
で
山
地
地
名
で
あ
る
と
の
地
名
学
か
ら

　
　
④

の
指
摘
は
あ
る
が
、
　
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」
を
問
題
と
す
る
場
合
に
は
、

前
章
で
示
し
た
分
布
の
態
様
か
ら
い
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
考
慮
外

に
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
平
野
部
に
お
け
る
ク
ラ
地
名
は
そ
の
か

な
り
の
部
分
が
倉
庫
に
起
因
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
い
つ
の
時
代
の
、
い
か
な
る
倉
庫
で
あ

る
か
が
問
題
で
あ
る
。

　
磯
城
郡
香
久
山
村
膳
夫
の
地
が
、
中
世
の
談
山
神
社
領
繕
夫
庄
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

あ
た
る
こ
と
は
、
西
圏
虎
之
助
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
も
あ
っ
て
周

知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
永
正
一
二
年
（
一
五
一
五
）
の
膳
夫
庄
差
図

に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
庄
域
内
の
路
菓
二
五
条
四
里
一
一
坪
は

「
蔵
ノ
マ
チ
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
こ
の
坪
は
先
の
事
例

8
「
倉
ノ
町
」
に
あ
た
る
。
当
時
の
土
地
利
用
は
明
ら
か
に
田
地
と

考
え
ら
れ
、
　
倉
庫
（
群
）
が
存
在
し
て
い
た
証
左
は
見
ら
れ
な
い
。

従
っ
て
少
く
と
も
こ
の
事
例
に
関
す
る
限
り
、
　
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
』
は

106　（106）



大和盆地紅分布する小宇「クラノマチ（ッポ）」の考察（足利）

中
世
又
は
そ
れ
以
前
の
成
立
に
な
る
も
の
で
、
し
か
も
庄
園
と
は
関

係
が
な
い
と
し
得
る
。

　
次
に
は
延
久
四
年
（
一
．
〇
七
二
）
の
太
政
官
牒
石
清
水
八
幡
宮
護
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

寺
宮
寺
所
所
在
庄
園
参
拾
騨
箇
所
事
な
る
文
書
に
注
目
し
た
い
。
即

ち
そ
の
中
の
河
内
国
七
箇
所
の
一
に
、

壱
所
　
字
三
宅
山
　
在
交
野
郡

　
謄
写
騨
価
町

　
御
倉
町
並
舘
院
等
内
地
陸
町

と
あ
っ
て
当
時
の
三
宅
山
庄
園
の
構
成
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
文
書
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

つ
い
て
も
か
つ
て
西
岡
虎
之
助
氏
が
論
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を

参
照
し
つ
つ
私
見
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
三
宅
山

は
交
野
郡
司
で
あ
る
擬
大
領
守
部
平
麻
呂
・
同
広
道
等
が
官
省
符
を

蒙
っ
て
領
掌
す
る
こ
と
に
な
っ
て
以
来
庄
園
化
し
た
も
の
で
、
．
八
幡

宮
寺
領
に
な
っ
た
の
は
、
郡
領
家
の
本
家
職
嵜
進
に
よ
る
竜
の
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
「
御
倉
町
並
舘
二
等
内
地
」
と
い
う
如
き
呼

称
は
、
交
野
郡
家
時
代
又
は
遅
く
と
も
郡
領
家
の
私
領
化
し
た
初
期

に
成
立
し
た
呼
称
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、

一
般
に
庄
園
で
は
所
謂
庄
家
を
こ
の
よ
う
に
「
倉
町
」
・
「
舘
院
」
な

ど
と
厳
密
に
区
別
は
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
天
平
二

○
年
（
七
四
八
）
当
時
、
東
大
寺
領
伊
賀
国
幣
拝
郡
柘
植
里
の
庄
家
け

　
　
　
⑧

「
家
一
区
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
同
年
弘
福
寺
領
大
和
国
広
瀬
郡
庄

　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
は
、
　
「
庄
家
一
処
」
と
あ
り
、
天
平
勝
宝
七
年
（
七
五
五
）
当
時
の

東
大
寺
領
越
前
国
桑
原
庄
で
は
庄
家
が
長
さ
一
五
〇
丈
の
槽
垣
一
条

　
　
　
　
　
　
⑩

で
囲
ま
れ
て
お
り
、
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
当
時
、
東
大
寺
領
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

前
国
高
細
庄
で
は
「
家
一
区
」
と
あ
り
、
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
考
え
ら
れ
る
東
大
寺
領
越
前
国
足
羽
郡
道
守
里
開
田
図
ま
た
一
ケ

所
の
庄
家
を
示
し
、
貞
観
年
－
申
（
八
五
七
～
八
七
六
）
選
良
親
王
家
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

伊
勢
国
多
気
郡
大
国
庄
で
も
「
庄
家
一
区
」
と
あ
り
、
他
に
竜
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
当
時
．
の
東
大
寺
領
摂
津
国
美
努
郷
庄
、
延
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

二
年
（
七
八
三
）
当
時
の
東
大
寺
領
摂
津
国
西
成
郡
庄
、
同
年
菓
大
寺

　
　
　
　
　
　
⑯

領
摂
津
国
勅
旨
庄
等
も
庄
家
は
「
家
一
区
」
あ
る
い
は
「
庄
一
区
」

で
あ
っ
て
、
そ
の
内
部
で
特
に
「
屋
敷
」
・
「
倉
敷
」
を
峻
別
し
て
称

し
た
様
子
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
庄
園
で
は
な
し
に
、

か
の
「
去
レ
倉
五
十
丈
内
。
　
不
レ
得
レ
置
二
舘
舎
扁
」
な
る
倉
庫
令
が
確

実
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
郡
衙
に
於
い
て
こ
そ
、
屋

敷
・
倉
敷
－
L
－
「
舘
院
」
　
「
倉
町
」
の
酸
別
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
三
宅
山
庄
園
の
庄
家
が
例
外
的
に
倉
町
並
舘
院
か
ら
成
る
こ

と
が
、
交
野
郡
衙
ま
で
遡
っ
て
翌
翌
で
き
た
と
考
え
る
が
、
そ
の
他
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に
こ
の
文
書
は
或
は
「
町
」
と
い
い
、
或
は
「
院
」
と
称
し
て
い
ず

れ
も
同
じ
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ

る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
な
お
後
に
詳
し
く
触
れ
る
積
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
三
宅
山
庄
の
条
里
に
つ
い
て
み
る
と
、
同
文
書
に
よ
っ
て
、

既
に
延
喜
一
七
年
（
九
一
七
）
に
条
里
町
段
を
定
め
た
こ
と
が
解
る
。

こ
の
場
合
の
条
里
町
段
と
は
、
そ
う
し
た
地
割
そ
の
・
も
の
で
は
な
し

　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

に
、
む
し
ろ
呼
称
の
定
ま
っ
た
こ
と
を
云
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
町
な

る
呼
称
が
大
化
改
新
後
、
条
里
綱
と
相
関
連
し
つ
つ
一
般
化
し
た
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

語
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
「
御
倉
町
」
呼
称
も
延

喜
一
七
年
前
後
に
成
立
の
鍵
を
蔵
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
な

お
交
野
郡
命
乞
は
今
日
迄
そ
の
遺
構
を
伝
え
て
お
り
、
近
年
郷
土
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

家
の
手
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
が
、
遺
憾
乍
ら
、
そ
の
地
帯

に
は
「
倉
町
」
に
相
当
す
る
地
名
の
残
存
は
み
ら
れ
な
い
。

　
以
上
筆
者
は
、
　
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」
が
史
料
的
に
平
安
時
代
ま
で
遡

り
得
る
こ
と
、
し
か
も
条
露
霜
と
の
関
連
の
上
で
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
更
に
、
主
と
し
て
律
令
制
的
な
倉
庫
業
に
由
来

す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
予
想
を
示
唆
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
．

が
今
一
つ
未
解
決
の
問
題
が
あ
る
。
律
令
綱
的
な
倉
庫
は
、
　
「
朝
廷

の
も
の
」
と
い
う
意
味
を
含
め
た
「
正
」
　
「
大
」
な
ど
の
文
字
を
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

し
て
正
倉
（
オ
ォ
ク
ラ
）
と
訓
読
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
し
か
る

に
筆
者
が
大
和
盆
地
で
と
り
あ
げ
た
事
例
は
い
ず
れ
竜
単
に
「
ク
ラ
」

を
称
す
る
も
の
の
み
で
あ
る
。
オ
オ
ク
ラ
n
ク
ラ
と
直
結
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
二
づ
の
面
か
ら

■
見
て
許
さ
れ
得
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
即
ち
第
一
は
文
献
上
、
律
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

制
的
な
倉
庫
敷
地
を
表
わ
す
用
語
と
し
て
、
遮
る
時
は
正
倉
院
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
⑳
　
　
　
⑫

れ
、
或
る
時
は
単
に
倉
院
、
小
院
、
一
院
等
と
用
い
ら
れ
て
、
決
し

て
常
に
正
倉
院
と
云
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
湿
し
た

い
。
第
二
は
現
実
の
地
名
に
つ
い
て
み
る
と
、
　
「
オ
オ
＋
ク
ラ
」
か

　
「
ク
ラ
十
マ
チ
」
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
て
、
　
「
オ
オ
十
ク
ラ
＋
マ

チ
」
の
形
を
と
る
事
例
は
少
く
と
も
大
和
で
は
皆
無
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
い
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
、
自
然
に
地
名
の
冗
長
化
が
排
除

さ
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
が
今
「
オ
オ
ク

ラ
」
の
分
布
傾
向
を
見
る
と
、
平
野
部
又
は
周
辺
丘
陵
部
に
あ
っ
て
、

尚
若
干
後
考
を
必
要
と
す
る
も
の
は
次
に
示
す
五
例
の
み
で
あ
っ
て
、

そ
の
他
の
圧
倒
的
な
事
例
は
山
地
部
こ
と
に
吉
野
郡
山
中
に
あ
り
、

先
に
ご
著
し
た
出
地
地
名
と
し
て
の
性
格
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い

か
ず
、
　
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」
地
名
の
方
が
よ
り
純
粋
に
律
令
制
的
な
倉
…
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大和盈：地に分窟する小字「クラノVチ（ッボ）」の考察（足利）

敷
地
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
と
の
考
え
は
動
か
な
い
。

　
一
考
を
要
す
る
五
例
と
は

イ
、
オ
オ
ク
ラ
（
大
蔵
）

ロ
、
オ
オ
ク
ラ
（
大
蔵
）

　
ハ
、
　
オ
オ
ク
ラ
（
大
蔵
）

　
二
、
オ
オ
ク
ラ
（
大
蔵
）

ホ
、
オ
オ
ク
ラ
（
ヲ
ヲ
ク
ラ
）

で
准
夢
地
籍
図
に
よ
る
と
ロ
・

に
当
っ
て
い
る
。

生
駒
郡
平
群
村
福
貴

磯
城
郡
織
田
村
大
泉

南
葛
城
郡
抜
上
村
玉
手

山
辺
郡
二
階
堂
村
吉
閏

高
市
郡
高
取
町
観
覚
寺

入
・
二
の
三
例
は
条
里
地
割
の
一
坪

　
以
上
一
般
的
に
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
（
ッ
ボ
）
」
が
平
・
安
価
…
ま
で
㎞
遡
り
’
得
一

る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
僅
か
に
明
ら
か
な
例
外
が
一

例
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
地
名
か
ら
の
研
究
方
法
を
と
る
限
り
若
干

の
例
外
に
は
勇
敢
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
の
例
外
と
は

事
例
1
7
の
北
薦
城
郡
奮
済
村
百
済
な
る
「
蔵
ノ
坪
」
で
あ
る
。
こ
れ

は
路
西
一
八
条
六
里
一
六
・
一
七
両
坪
に
当
る
が
、
こ
の
地
点
は
、

中
世
に
お
い
て
談
山
神
社
領
百
済
庄
内
に
包
含
さ
れ
、
そ
の
西
北
端

に
位
麗
す
る
。
し
か
し
室
町
時
代
に
で
き
た
と
さ
れ
る
百
済
一
庄
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

屋
敷
田
畠
出
塁
に
よ
れ
ば
、
　
当
該
の
坪
に
は
何
等
小
字
名
（
通
称
）

を
見
出
さ
ず
、
単
に
坪
番
の
み
が
附
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

同
庄
内
の
他
の
坪
の
例
で
は
、
単
に
坪
番
が
そ
の
ま
ま
小
字
名
に
転

じ
て
称
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
　
「
五
ノ
ツ
ホ
」
　
「
八
ノ
ツ
ホ
」

等
を
坪
番
と
は
別
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
問
題
の
坪
に

は
当
時
な
お
小
字
名
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
こ
の
「
蔵
ノ
坪
」
な
る
名
称
は
室
町
時
代
以
後
に
成
立
し
た

竜
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
名
称
は
、
百
済

庄
の
限
界
を
示
す
「
長
畔
手
」
に
由
来
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
こ
に
「
ク
ラ
ノ
ツ
ボ
」
あ
る
い
は
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」

の
地
名
発
生
の
別
の
契
機
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

他
の
事
例
に
い
ち
い
ち
当
っ
て
み
る
と
、
こ
の
坪
の
よ
う
に
ま
さ
し

く
開
発
が
遅
れ
、
河
用
の
乱
流
地
に
位
置
し
、
耕
作
地
の
畔
に
存
し

た
よ
う
な
竜
の
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
例
外
と

し
て
扱
っ
て
よ
い
と
考
え
る
。

四

郷
に
お
け
る
正
倉
院
お
よ
び

　
公
営
霞
制
下
の
倉
院
設
置
程
度
に
つ
い
て

　
次
の
問
題
は
、
延
暦
一
四
年
（
七
九
五
）
閏
七
月
一
五
β
の
「
須
毎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

レ
郷
…
圓
禮
二
一
流
し
と
の
官
符
お
よ
び
同
年
九
月
一
七
揖
の
「
毎
レ
郷

更
建
昌
倉
院
一
之
状
、
下
昌
諸
国
一
膳
、
追
尋
昌
此
事
一
翼
乖
二
毒
忌
中
墨
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須
聡
彼
此
相
接
、
比
近
之
郷
、
於
一
一
其
中
央
一
同
概
串
一
院
ハ
村
邑
蓬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

阻
、
絶
隔
之
処
、
宜
下
量
昌
地
便
ハ
毎
レ
菰
野
費
之
」
と
の
官
符
、
そ
し

て
、
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
の
畿
内
の
官
田
拡
張
の
際
の
「
牛
若
有
・
営

田
之
地
史
レ
倉
禰
遠
叩
国
司
随
竺
其
便
宜
五
鼎
短
小
宵
山
令
レ
易
呂
出
納
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

以
省
晶
民
煩
叩
」
と
の
官
符
が
、
は
た
し
て
ど
の
程
度
実
際
に
施
行
さ

れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
大
和
の
場
合
、

直
接
そ
の
設
観
を
報
ず
る
史
料
は
な
い
が
、
全
国
的
視
野
で
こ
れ
を

整
理
し
て
み
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
見
当
は
得
ら
れ
る
と
思
う
。

　
年
代
順
に
見
る
と
史
料
の
第
一
は
延
喜
一
〇
年
（
九
一
〇
）
の
越
中

　
　
　
　
　
　
　
⑳

國
官
倉
納
穀
交
替
帳
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
こ
の
交
替
帳
は
断
簡

で
、
全
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
く
と
電
川
上
村
、
意
斐

村
及
び
川
上
村
の
先
に
記
さ
れ
た
某
村
三
ケ
村
の
正
倉
群
を
認
め
る

　
　
　
　
　
⑱

こ
と
が
で
き
る
。
一
方
倭
名
抄
に
よ
る
と
、
礪
波
郡
に
は
川
上
郷
、

意
斐
郷
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ
る
か
ら
、
少
く
と
屯
こ
の
史
料
か
ら
A

越
中
礪
波
郡
に
お
い
て
は
延
暦
一
四
年
の
両
度
の
窟
符
に
従
っ
て
郷

倉
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
史
料
の
第
二
は
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

元
元
年
（
一
〇
二
八
）
の
上
野
国
交
替
使
実
録
帳
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
群
馬
郡
で
は
東
野
・
小
野
院
・
八
木
院
の
盛
場
と
は
別
箇
の

各
倉
院
が
確
か
め
ら
れ
、
そ
の
う
ち
小
野
院
・
八
木
號
は
倭
名
抄
の

難
名
と
一
致
す
る
故
に
そ
の
郷
の
倉
院
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

吾
妻
郡
に
竜
、
長
田
醗
・
伊
参
院
の
睡
郷
名
に
合
致
す
る
院
名
が
見

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
群
馬
郡
の
東
院
が
如
何
な
る
も
の
か
に
つ

い
て
は
後
に
私
見
を
述
べ
る
が
、
と
に
か
く
、
上
野
国
で
も
延
暦
官

符
の
影
響
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
史
料
の
第
三
は
永
承
四
年
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

〇
四
九
）
の
紀
伊
国
某
郡
収
納
米
進
未
勘
文
で
あ
る
。
　
こ
の
文
書
に

は
「
郡
許
院
収
納
所
」
と
「
鍵
盤
倉
」
な
る
二
つ
の
注
厨
す
べ
き

記
載
が
見
ら
れ
る
。
　
「
［
〕
里
倉
」
の
実
体
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

る
か
は
不
明
と
い
う
外
な
い
が
、
郡
許
院
は
い
う
ま
で
も
な
く
郡
衙

に
属
す
る
倉
院
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
強
い
て
「
コ
オ
リ
モ
ト
」
と

断
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
推
せ
ば
、
郡
内
の
他
所
に
も
同
様
な
機
能

を
持
つ
倉
院
が
想
定
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
全
く
の
想
像
で

あ
る
が
、
　
「
［
口
里
倉
」
と
い
う
の
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
一
に

当
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
以
上
の
史
料
は
要
す
る
に
延
謄
二
四
年
の
前
後
二
度
の
官
符
が
、

ほ
ぼ
全
国
的
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
電
の
に
他
な
ら
な
い
が
、

こ
れ
は
又
逆
に
そ
う
し
た
新
た
な
倉
院
の
設
立
に
伴
っ
て
、
従
来
の

徴
税
領
域
で
あ
る
郡
が
細
分
化
さ
れ
て
、
各
院
所
属
の
多
く
の
徴
税

領
域
が
排
嵐
し
た
事
実
か
ら
も
諒
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
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大瀦盆地に分布する小字rクラノマチ（ツボ）」の考察（．懸り）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
事
例
と
し
て
は
早
く
喜
田
貞
吉
氏
等
が
能
登
の
邑
皇
院
な
ど
一
〇

例
、
B
向
の
穆
佐
院
な
ど
一
一
例
、
大
隅
の
鹿
屋
院
な
ど
九
例
、
薩

摩
の
給
…
黎
院
な
ど
一
〇
例
、
備
…
中
の
六
条
院
、
丹
後
の
海
二
院
な
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

計
四
二
例
を
提
示
さ
れ
て
お
り
、
近
年
は
松
岡
久
人
氏
が
、
平
安
遺

文
及
び
大
臼
本
史
料
に
収
録
さ
れ
た
東
大
寺
返
抄
を
整
理
し
、
倉
院

そ
の
も
の
に
は
触
れ
て
お
ら
れ
な
い
が
、
長
保
（
九
九
九
～
一
〇
〇
三
）

の
頃
、
大
和
で
は
郡
が
細
分
さ
れ
、
各
々
が
国
衙
へ
の
納
税
単
位
と

な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
史
料
に
現
れ
る
限
り
、
城
上
郡
・

城
下
東
郷
・
城
下
西
郷
・
山
辺
北
郷
・
山
辺
南
郷
・
山
辺
郡
・
添
上

郡
・
添
上
中
郷
・
添
上
南
郷
・
添
上
西
郷
・
添
上
楊
三
郷
・
十
市
郡
・

十
市
西
郷
・
十
市
東
郷
・
高
市
南
郷
・
蔦
上
郡
・
平
群
郡
・
宇
随
郡
・

山
上
北
郷
等
を
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
近
江
国
に
お
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

康
平
元
年
人
一
〇
五
八
）
の
近
江
国
語
論
秦
安
成
解
に
よ
っ
て
、
犬
上

郡
・
野
洲
南
郡
・
甲
賀
東
郡
・
蒲
生
上
郡
．
栗
太
郡
．
栗
太
南
郡
．

翼
野
御
牧
・
首
頭
庄
・
十
石
繊
納
所
・
神
崎
西
郡
・
高
島
南
郡
・
柿

御
園
・
絵
素
上
院
・
指
導
東
院
・
正
友
・
伊
香
郡
・
為
元
・
浅
井
西

郡
・
坂
田
南
郡
と
い
う
徴
税
領
域
の
細
分
化
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

先
に
私
見
を
述
べ
る
こ
と
を
留
保
し
た
上
野
国
群
馬
郡
の
康
院
な
る

竜
の
竜
、
或
い
は
大
和
の
場
含
の
よ
う
に
黒
鼠
を
含
む
程
度
の
徴
税

領
域
の
中
心
と
し
て
の
倉
院
名
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

　
さ
て
、
大
和
の
場
合
、
徴
税
領
域
の
分
割
の
仕
方
が
個
々
の
郷
へ

と
い
う
方
向
を
と
っ
た
の
で
は
な
し
に
、
東
西
南
北
、
或
は
上
下
等

の
用
語
に
従
う
の
が
一
般
で
、
面
積
上
は
恐
ら
く
二
、
三
の
郷
を
合

し
た
程
度
に
分
割
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
延
暦
宮
符
の
戯
せ
わ
れ

た
事
情
と
全
く
合
致
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
注
臼
し
て
お
き
た
い
。

即
ち
、
閏
七
月
一
五
日
の
「
須
毎
ジ
郷
爾
幽
置
観
二
院
一
」
が
あ
ま
り
に

も
実
情
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
、
九
月
一
七
臼
再
び

「
比
近
之
郷
、
於
㎜
其
中
央
ハ
同
覆
曽
二
院
翻
」
と
改
め
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
尚
遠
隔
の
処
に
は
「
宜
量
亀
地
便
儲
蓄
郷

遣
レ
之
」
と
前
揺
を
踏
襲
し
た
の
で
は
・
な
か
っ
た
か
。
添
上
郡
の
中

で
も
ひ
と
砂
大
和
高
原
上
に
隔
絶
す
る
楊
生
半
が
一
箇
の
徴
税
領
域

と
し
て
史
料
に
現
れ
る
理
由
が
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
は
大
和
に
於
け
る
徴
税
領
域
の
細
分
化
と
い
う
こ
と
か
ら
、

全
国
的
傾
向
を
援
用
し
つ
つ
、
延
暦
官
符
に
従
っ
た
倉
院
少
く
と
竜

一
徴
税
領
域
二
一
院
の
設
彊
を
考
え
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
確

実
性
は
証
し
得
た
と
思
う
の
で
、
次
に
は
公
営
田
古
狸
の
倉
院
の
設
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置
状
況
を
若
干
考
え
て
み
た
い
。

　
先
に
喜
田
貞
吉
氏
等
が
、
四
〇
余
に
上
る
倉
院
に
基
づ
く
院
名
称

を
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
浅
は
、
そ
れ
ら
が
特
に
九
州
地

方
に
多
い
の
は
、
弘
仁
一
四
年
（
八
二
三
）
太
宰
府
管
内
に
設
け
ら
れ

た
公
営
田
制
に
よ
る
竜
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
確
か
に
、
そ
の
際
、

「
近
輔
膚
百
姓
居
（
各
建
山
小
院
（
所
レ
獲
之
掃
除
晶
田
租
荘
官
両
色
隠
鬼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

外
、
　
便
納
昌
輿
論
制
令
レ
易
二
出
納
禰
」
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
有
名
で
あ

る
。
で
は
大
和
の
場
合
は
ど
う
か
。
大
和
で
も
ま
た
、
元
慶
三
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

官
田
拡
張
の
際
、
公
営
田
鰯
を
と
り
入
れ
、
正
長
、
更
に
は
新
た
に

翌
翌
の
黒
焦
な
る
も
の
を
設
け
、
問
時
に
「
若
有
馬
営
田
章
動
ま
レ
倉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

梢
遠
ハ
国
司
随
二
二
便
宜
一
量
司
藤
沢
院
ハ
令
レ
易
繍
出
納
“
以
省
画
読
響
こ

こ
と
を
規
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
太
宰
府
管
内
の
例
と
合
せ
考
え
て

も
、
そ
の
実
施
を
信
頼
す
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
・

　
以
上
述
．
へ
た
こ
と
を
ふ
り
か
え
っ
て
次
の
こ
点
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。
第
一
は
倉
庫
敷
地
に
冠
せ
ら
れ
た
院
な
る
名
称
は
、
次
第
に

広
域
に
冠
せ
ら
れ
た
大
地
名
へ
と
移
行
し
、
そ
の
際
、
本
来
の
倉
敷

地
に
は
そ
の
様
衛
名
称
が
残
存
し
な
く
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
文
書
に
現
れ
る
倉
敷
地
は

一
般
に
は
倉
院
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
全
て
の
場
合
に
、
在
地
で
も

倉
院
を
も
つ
て
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
卑
見
は
そ
れ
に
対
し

て
否
定
的
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
先
の
大
和
に
於
け
る
細
分
さ
れ

た
徴
税
領
域
の
実
例
に
於
て
、
院
を
称
す
る
も
の
が
皆
無
で
あ
る
こ

と
が
そ
の
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
同
様
に
近
江
に
於
て
・
も
、
院
を
以

て
呼
ば
れ
た
実
例
は
、
ご
く
一
部
、
即
ち
絵
形
上
院
、
絵
形
東
院
の

一一

痰
ﾉ
す
ぎ
ず
、
一
般
に
は
か
な
り
雑
多
な
名
称
を
附
せ
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
量
る
場
合
、
こ
と
に
条

里
地
割
の
車
掌
地
域
に
お
い
て
は
院
に
代
っ
て
町
が
使
用
さ
れ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
先
に
引
い
た
交

野
郡
三
宅
山
庄
園
の
「
御
倉
町
並
舘
院
等
内
地
」
な
る
記
載
に
よ
る

と
共
に
、
町
の
完
結
性
及
び
単
位
性
、
大
和
に
於
け
る
院
地
名
の
分

布
、
倉
敷
規
模
な
ど
の
面
か
ら
或
る
程
度
は
論
証
で
き
る
と
考
え
次

章
に
詳
細
を
ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
。

五
　
　
「
院
」
地
名
と
「
ク
ラ
ノ
カ
イ
ト
」

　
本
章
で
は
大
和
に
於
け
る
「
院
」
小
字
名
の
検
討
か
ら
は
じ
め
た

い
。
が
し
か
し
「
院
」
と
は
「
鴬
垣
也
」
と
の
説
文
の
解
釈
に
も
あ

る
如
く
、
　
「
垣
」
な
い
し
「
周
垣
を
有
す
る
一
区
劃
の
地
」
が
本
来
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大和盆地に分布する小字「クラノマチ（ツボ）」の考察（足利）

　
　
　
　
　
⑰

の
意
味
で
あ
る
し
、
し
か
亀
後
世
そ
れ
よ
砂
敷
衛
さ
れ
て
多
く
の
意

味
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
　
「
院
」
地
名
を
一
々

取
り
あ
げ
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
無
意
味
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
そ

の
間
に
比
較
的
律
令
綱
的
な
倉
院
と
の
関
係
を
考
え
ら
れ
る
も
の
と

し
て
は
、
上
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
が
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
郷

名
＋
院
」
、
　
「
東
西
南
北
等
の
方
位
用
語
十
院
」
、
　
「
上
中
下
等
の
用

語
＋
院
」
、
「
倉
院
」
、
「
院
内
」
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
一
応
考
慮

し
て
よ
い
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
祁
の
場
合
に
は
「
郷
名
＋

院
」
　
「
倉
院
」
　
「
院
内
」
等
の
小
字
名
は
皆
無
で
あ
っ
て
、
他
の
二

つ
の
場
合
に
も

ワ

　1 ヲルヌリチトへ　N　　　　N　　　　）　　　　1　　　　1　　　　1　　　　N

ト
ウ
イ
ン
（
東
院
）
　
　
　
　
　
吉
野
郡
吉
野
町
吉
野
山

サ
イ
イ
ン
（
西
院
）
　
　
　
　
　
奈
良
市
西
ノ
京

ニ
シ
ノ
イ
ン
（
西
ノ
院
）
　
　
　
磯
城
郡
上
之
郷
村
笠

ニ
シ
ノ
イ
ン
ア
ト
（
西
ノ
罪
跡
）
山
辺
郡
丹
波
市
町
杣
之
内

ナ
ン
イ
ソ
（
南
院
）
　
　
　
　
　
土
口
野
郡
士
口
野
町
士
q
野
山

カ
ミ
イ
ン
（
上
院
）
　
　
・
　
磯
城
郡
三
宅
村
屏
風

ナ
カ
ノ
イ
ン
（
中
ノ
院
）
　
　
　
磯
城
郡
安
倍
村
三
都

ナ
カ
ノ
イ
ン
（
中
院
）
　
　
　
　
南
葛
城
郡
葛
城
村
伏
見

・
の
八
例
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
完
全
な
平
野
部
に
位

置
す
る
屯
の
は
、
僅
々
ト
と
ル
の
二
事
例
の
み
で
あ
り
、
尚
今
後
に

検
討
す
べ
き
余
地
は
残
っ
て
い
る
と
は
云
え
る
に
し
て
も
、
平
野
部

の
倉
敷
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
本
稿
で
は
除
外
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
次
に
、
喜
田
貞
吉
氏
に
よ
っ
て
、
恐
ら
く
は
大
安
寺
資
財

⑱帳
に
み
え
る
「
倉
垣
院
」
あ
た
り
と
系
譜
的
関
連
が
あ
る
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
か
を
予
想
さ
れ
て
い
る
「
ク
ラ
ノ
カ
イ
ト
」
地
名
に
つ
い
て
検
討

を
「
加
え
て
お
き
た
い
胃
。
　
即
ち
氏
は
　
「
ク
ラ
ガ
キ
」
（
倉
壇
）
　
「
ク
ラ
ガ

イ
」
（
蔵
壇
）
　
「
ク
ラ
ガ
キ
ウ
チ
」
（
蔵
面
内
）
　
「
ク
ラ
ガ
イ
チ
」
（
蔵
垣

内
）
等
の
具
体
例
を
も
つ
て
「
ク
ラ
ガ
イ
ト
」
、
「
ク
ラ
ノ
カ
イ
ト
」

へ
の
転
誰
過
程
を
考
え
て
お
ら
れ
る
如
く
で
あ
る
が
、
か
か
る
過
程

を
認
め
て
も
、
詳
細
に
見
る
と
尚
一
考
を
要
す
る
問
題
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
　
「
功
イ
ト
」
一
般
に
つ
い
て
は
従
来
地
理
学
・
地
名

学
の
方
面
で
乙
女
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の

う
ち
特
に
「
カ
イ
ト
」
地
名
の
発
生
に
関
す
る
所
説
を
参
照
し
つ
つ
、

特
に
大
和
盆
地
内
の
「
ク
ラ
ノ
カ
イ
ト
」
小
字
名
の
調
査
結
果
を
基

礎
に
し
て
若
干
の
卑
見
を
述
べ
て
お
く
必
要
を
感
ず
る
。

　
『
大
和
地
名
大
辞
典
』
に
よ
っ
て
「
ク
ラ
ノ
カ
イ
ト
」
小
字
の
盆

地
部
に
所
在
す
る
も
の
を
あ
げ
れ
ば
次
の
如
く
な
る
。

カ
、
ク
ラ
ガ
イ
ト
（
蔵
垣
内
）
　
　
　
生
駒
W
郡
斑
鳩
町
竜
田
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ウム2ム1ラナネッソレタ1N　1　1　）　｝　1　1　｝　1’X　ts
ク
ラ
ノ
カ
イ
ト
　
（
蔵
ノ
王
立
）

ク
ラ
ガ
イ
ト
（
蔵
垣
内
）

ク
ラ
ノ
ガ
イ
ト
（
蔵
ノ
垣
内
）

ク
ラ
ノ
カ
イ
ト
（
蔵
ノ
垣
内
）

ク
ラ
ガ
イ
ト
（
倉
垣
内
）

ク
ラ
ガ
イ
ト
（
三
二
内
）

ク
ラ
ノ
カ
イ
ト
（
蔵
ノ
垣
内
）

ク
ラ
ン
カ
イ
ト
（
蔵
ノ
垣
内
）

キ
タ
ク
ラ
ノ
カ
イ
ト
（
北
蔵
ノ
垣
内
）

ミ
ナ
ミ
ク
ラ
ノ
カ
イ
ト
　
（
南
蔵
ノ
垣
内
）
間
一

ク
ラ
ノ
カ
イ
ト
（
蔵
ノ
垣
内
）

生
駒
郡
昭
和
村
八
条

生
駒
郡
昭
和
村
今
国
府

磯
城
郡
織
田
村
営
西

北
蕊
城
郡
百
済
村
百
済

醗
蔦
城
郡
忍
海
村
都

南
蔦
城
郡
葛
城
村
西
北
窪

南
葛
城
郡
葛
城
村
酉
佐
味

奈
良
市
八
島

　
　
添
上
郡
治
道
村
横
田

　
　
　
　
右

磯
城
郡
大
福
村
大
福

　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

事
例
ム
お
よ
び
ム
は
条
里
の
二
坪
に
亙
っ
て
連
続
す
る
竜
の
で
あ
る

か
ら
同
一
事
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
ヨ
・
レ
・
ソ
・
ツ
・
ネ
．
ム
．

ウ
の
各
事
例
は
条
里
の
坪
を
踏
襲
し
て
い
る
か
、
少
く
と
も
条
里
地

割
に
規
欄
さ
れ
て
い
る
竜
の
で
あ
り
、
他
は
盆
地
周
辺
都
に
あ
っ
て

条
里
と
の
関
係
は
う
す
い
。

　
そ
こ
で
実
際
に
地
籍
図
に
あ
た
っ
て
み
る
と
、
　
「
誠
垣
内
」
と
隣

接
し
て
い
る
事
例
力
・
タ
、
　
「
城
し
を
称
す
る
小
字
に
近
く
、
し
か

も
周
辺
に
「
道
明
垣
内
」
　
「
瀬
屋
壇
内
」
　
「
清
水
垣
内
し
　
「
針
ノ
木

垣
内
」
　
「
垣
内
ノ
ロ
」
と
い
う
「
カ
イ
ト
」
小
字
の
密
集
地
に
あ
る

事
例
う
の
よ
う
な
場
合
に
ま
ず
注
意
さ
れ
る
。
　
「
城
」
地
名
は
最
も

普
通
に
は
中
世
の
豪
族
居
館
に
結
び
つ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で

あ
る
し
、
垣
内
U
カ
イ
ト
も
鎌
倉
時
代
以
後
普
遍
化
し
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

ろ
う
と
の
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
　
「
ク
ラ
ノ
カ

イ
ト
」
の
多
く
の
も
の
は
、
少
な
く
と
も
中
世
的
な
改
変
を
経
て
い

る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
境
域
の
著
し
く
不
整
形
な
る

こ
と
屯
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

　
事
例
レ
・
ツ
・
ウ
な
ど
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
地
理
的
位
麗
か

ら
云
っ
て
竜
、
開
拓
の
新
し
さ
が
思
わ
れ
、
垣
内
の
「
開
墾
者
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

殊
の
権
利
に
属
す
る
地
所
」
を
さ
す
と
い
う
如
き
性
格
を
考
え
に
入

れ
る
と
す
く
な
く
と
も
こ
れ
ら
を
直
接
的
に
平
安
期
ま
で
遡
ら
せ
る

こ
と
は
困
難
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
「
ク
ラ
ノ
カ
イ
ト
」
が
山
地
－

例
え
ば
吉
野
郡
に
多
い
こ
と
も
こ
の
辺
に
理
由
の
一
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
。

　
更
に
次
の
一
例
も
示
し
て
お
き
た
い
。
事
例
ソ
の
「
蔵
ノ
垣
内
」

は
路
西
二
〇
条
五
里
三
四
坪
に
当
る
が
、
こ
こ
は
中
世
、
談
山
神
社

領
百
済
庄
の
境
域
に
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
先
に
も
触
れ
た
当
時

の
「
百
済
一
庄
内
屋
敷
田
畠
愚
図
」
に
よ
る
と
、
　
こ
の
坪
の
字
は
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「
マ
ト
ハ
」
（
朗
場
と
考
え
ら
れ
る
）
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
等
か
の

契
機
に
よ
っ
て
、
以
後
に
「
蔵
ノ
壇
内
」
に
改
め
ら
れ
た
も
の
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
か
く
て
、
「
院
」
地
名
、
「
蔵
垣
内
」
地
名
は
、
尚
慎
重
な
検
討
は
必
要

で
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
当
面
は
さ
し
て
意
に
介
す
る
要
の
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
っ
た
。
依
然
と
し
て
平
安
朝
の
倉
敷
地
に
直

接
結
び
つ
く
可
能
性
の
最
も
強
い
も
の
は
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
次
に
院
と
町
と
は
或
る
場
合
に
は
殆
ど
同
義
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
た
い
と
田
心
・
り
。

六
　
倉
敷
地
規
模
の
推
定

　
院
は
壇
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
し
て
周
垣
を
有
す
る
一
区
劃
の
地
が

院
と
称
せ
ら
れ
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
が
、
一
方
「
町
隔
も
「
田
区
」

で
あ
り
、
「
間
道
」
で
あ
り
、
「
吠
畝
」
で
あ
り
、
「
獣
」
は
「
太

三
曾
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
　
「
町
の
原
義
は
、
田
を
区
分
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

畔
又
は
渠
で
あ
る
」
と
の
説
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る

に
原
義
に
お
い
て
「
院
」
も
「
町
」
も
さ
し
た
る
差
異
は
な
く
、
条

里
制
が
行
わ
れ
て
い
る
地
域
に
あ
っ
て
は
、
若
し
も
倉
敷
地
が
一
町

を
単
位
と
す
る
如
き
規
模
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
倉
院
を
あ
え
て
院
と

は
称
さ
ず
に
町
を
以
て
呼
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
筆
者
は
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

る
の
で
あ
る
。
再
三
引
用
す
る
河
内
三
宅
山
庄
園
の
庄
家
が
「
倉
町
」

　
　
　
も

と
「
舘
院
」
か
ら
成
っ
て
い
る
事
実
は
ま
さ
に
こ
の
間
の
事
情
を
雄

弁
に
物
語
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
り
、
本
稿
に
於
て

特
に
条
里
制
地
割
地
域
の
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」
に
注
目
し
た
の
竜
ま
さ

に
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
郡
・
郷
・
公
営
田
制
下
の
倉
敷
地
規
模
は
ど
の
程
度
の
竜
の

で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
郡
の
場
合
は
さ
て
お
き
遺
憾
乍
ら
筆
者
は
そ
れ

を
示
す
直
接
の
史
料
を
知
ら
な
い
。
従
っ
て
以
下
、
二
、
三
の
事
実

及
び
交
献
史
料
を
つ
き
合
せ
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
郡
の
正
倉
数
が
国
毎
に
か
な
り
差
異
の
あ
る
こ
と
は
、
各
国
の
正

税
帳
に
よ
っ
て
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
時
代
的
に
椙
当
の
開
き
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

あ
る
が
、
今
仮
に
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
の
大
倭
国
正
事
書
に
よ
っ
て

み
る
と
平
群
郡
六
、
十
市
郡
八
、
城
下
郡
一
六
、
山
辺
郡
八
、
添
上

郡
一
六
の
五
郡
、
計
五
四
宇
で
あ
り
、
残
の
八
七
を
、
そ
の
他
の
一

〇
郡
に
平
均
す
る
と
八
～
殿
宇
と
い
う
数
値
が
得
ら
れ
る
。
概
し
て

倉
庫
数
は
非
常
に
少
く
、
こ
と
に
不
動
倉
は
僅
か
に
山
辺
郡
一
、
そ

の
他
一
の
二
塁
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
不
動
倉
を
殆

ど
設
重
し
な
い
と
い
う
こ
の
傾
向
は
平
安
時
代
に
な
っ
て
も
依
然
と
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⑭

し
て
改
め
ら
れ
た
様
子
は
見
え
な
い
。
従
っ
て
大
和
の
場
合
は
そ
の

他
の
諸
国
に
比
し
て
常
に
よ
り
少
数
の
正
倉
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
天
平
か
ら

延
暦
、
更
に
は
正
倉
の
堀
江
嵩
置
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
生
産
力

の
増
加
も
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
相
当
の
増
加
は
あ
っ
た

と
見
敬
し
て
大
過
あ
る
ま
い
。
た
だ
そ
の
場
合
に
も
、
あ
く
ま
で
天

平
の
正
税
帳
の
実
数
を
参
考
と
し
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
わ
な
い
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
す
く
な
く
と
竜
延
暦
官
符
以
前
、
こ
れ
ら
の
正
倉
は

郡
衙
に
属
す
る
一
処
に
集
中
し
て
い
た
の
が
一
般
で
あ
る
こ
と
は
疑

　
　
　
　
　
　
⑯

う
べ
く
も
な
い
が
、
　
一
体
倉
庫
…
数
と
敷
地
面
積
と
の
関
係
は
ど
の
よ

う
な
竜
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
一
般
に
は
当
時
の
正
倉
群
が
極
め
て
密
集
し
た
占
地
状
態
を
呈
し

て
い
た
こ
と
は
、
延
暦
一
四
年
闘
七
月
の
官
符
に
あ
る
、
　
「
三
舎
比

近
」
に
し
て
「
莞
宇
薫
製
偏
し
従
っ
て
常
に
「
面
一
倉
失
レ
火
者
、
百

庫
共
岩
渕
焚
焼
こ
の
危
険
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
記
事
に
よ
っ
て
も

解
る
。
　
膜
女
引
用
さ
れ
る
諸
国
正
倉
群
の
焼
失
は
こ
の
間
の
事
情
を

如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
今
更
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
従

　
　
　
　
　
　
　
費

っ
て
官
に
於
て
も
そ
れ
が
対
策
と
し
て
延
暦
一
〇
年
（
七
九
一
）
二
月

　
　
　
　
　
⑯

一
二
臼
の
官
符
に
は
「
自
今
以
後
新
造
昌
倉
庫
眠
各
相
去
十
丈
以
上
」

た
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
倉
庫
を
新
造

す
る
場
合
、
一
〇
丈
以
上
の
間
隔
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
の
規
定
は
、

裏
を
返
せ
ば
実
．
情
は
そ
れ
以
下
の
間
隔
に
お
い
て
密
集
し
て
い
た
こ

と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
点
に
関
し
て
最
も
具
体
的
な

史
料
を
提
供
す
る
の
は
、
高
井
悌
三
郎
氏
に
よ
る
常
陸
国
新
治
郡
衙

　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

趾
の
発
掘
調
査
報
告
で
あ
る
。
同
郡
の
弘
仁
八
年
（
八
一
七
）
焼
失
と

覚
し
き
一
三
宇
の
不
動
倉
肚
と
推
定
さ
れ
る
、
氏
の
所
謂
東
部
群
は

基
礎
地
固
め
土
の
推
定
前
後
闘
隔
六
四
尺
内
外
、
左
右
閥
雲
上
エ
～

三
〇
尺
で
あ
り
、
そ
の
他
の
倉
庫
と
推
定
さ
れ
て
い
る
所
謂
北
部
群

も
〉
や
や
間
隔
が
広
く
な
っ
て
い
る
と
は
云
う
電
の
の
、
前
後
間
隔
四

二
～
七
八
尺
、
左
右
六
八
～
九
八
尺
内
外
（
よ
り
狭
い
も
の
が
例
外
的

に
認
め
ら
れ
る
）
で
あ
る
と
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
過
度
に
密

集
し
た
占
地
状
態
が
知
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
試
み
に
、

そ
れ
ら
の
禽
庫
敷
地
に
方
六
十
間
、
　
一
町
の
地
積
を
あ
て
は
め
て
み

た
。
そ
の
結
果
、
誠
に
注
辞
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
新
治
郡
倉
の
占

地
状
態
の
如
き
場
合
に
は
、
三
行
四
門
、
計
一
二
急
な
い
し
、
三
行

五
門
、
計
一
五
宇
の
倉
庫
群
が
ほ
ぼ
一
町
の
地
積
を
占
め
る
こ
と
が

判
明
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
近
年
発
掘
さ
れ
た
推
定
肥
後
国
玉
名
郡
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⑲

倉
肚
の
報
告
か
ら
も
、
同
地
に
於
い
て
ほ
ぼ
同
様
な
建
築
物
趾
間
の

間
隔
を
持
っ
て
四
行
黒
門
、
二
〇
棟
程
度
の
一
団
と
な
っ
た
建
築
趾

が
想
像
さ
れ
る
こ
と
も
興
味
深
い
こ
と
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

く
し
て
、
屡
々
天
平
九
年
（
七
三
七
）
の
和
泉
監
正
税
帳
、
或
い
は
延

喜
一
一
年
（
九
一
一
）
の
越
中
国
官
倉
納
穀
交
替
帳
に
み
え
る
倉
庫
の

序
数
を
ひ
い
て
正
倉
の
排
列
状
態
の
整
然
た
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
思
い
合
せ
る
と
き
、
新
治
郡
倉
の
排
列
状
態
を
以
て
、

他
を
類
推
す
る
手
段
と
す
る
こ
と
は
充
分
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
こ
れ
を
大
和
に
適
用
し
て
み
る
と
ど
の
よ
う
な
結
果
に
な

る
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
大
倭
国
正
税
帳
で
は
平
群
郡
六
、
十
市
郡
八
、

山
辺
郡
八
、
城
下
郡
一
六
、
添
上
郡
一
六
で
あ
．
つ
た
。
し
て
み
れ
ば
、

前
三
者
は
恐
ら
く
一
町
以
内
の
敷
地
で
充
分
で
あ
り
、
後
二
者
は
一

町
～
二
町
に
亙
る
竜
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

残
り
の
一
〇
郡
の
場
合
も
、
そ
の
平
均
数
か
ら
見
て
、
ほ
ぼ
一
～
二

町
の
区
劃
が
そ
の
敷
地
を
溝
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
筆
者
は
常
陸
新
治
郡
倉
の
場
合
に
方
一
町
の
区
劃
を
恣

意
的
に
用
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
条
里
制
の
一
坪

を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
新
治
郡
衙
と
条

里
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
条
里
と
無
関
係
な
場
合
に
お
い

て
さ
え
、
極
め
て
整
然
た
る
直
線
状
の
排
列
を
示
し
て
い
た
こ
と
を

思
え
ば
、
大
和
盆
地
の
如
き
徹
底
し
た
条
塁
地
割
施
行
地
域
に
お
い

て
は
、
倉
敷
地
と
条
里
の
坪
と
の
密
接
不
離
な
開
立
を
度
外
視
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
竜
ち
う
ん
郡
衙
、

従
っ
て
又
借
倉
が
、
あ
る
い
は
郷
倉
の
如
き
も
の
が
、
条
里
地
割
の

限
界
外
に
立
地
す
る
場
合
も
充
分
考
え
得
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し

か
し
例
え
ば
、
城
下
郡
は
当
時
そ
の
境
域
が
完
全
に
条
里
施
行
限
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

内
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
し
、
郡
山
の
如
き
屯
そ
の
地
名
か
ら
郡
衙
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

関
係
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
確
か
で
あ
れ
ば
、
共

に
、
郡
倉
の
敷
地
は
議
事
と
関
連
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
郷
倉
の
よ
う
な
場
合
も
又
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
我
々
は
条

里
言
下
の
坪
が
過
去
に
於
い
て
如
何
に
単
位
的
な
機
能
を
持
つ
た
か

を
参
考
し
て
み
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
大
和
盆
地
に
お
い
て

溜
池
の
規
模
や
形
態
を
見
る
時
、
そ
れ
が
条
里
欄
の
坪
に
そ
っ
く
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

当
て
は
ま
る
実
例
が
多
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
集
落
さ
え
も
が
条
盟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辱
　
　
　
＠

の
一
坪
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
等
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、

・
も
っ
て
、
　
一
坪
あ
る
い
は
二
坪
の
地
積
が
そ
の
ま
ま
倉
敷
地
と
し
て

利
用
さ
れ
た
こ
と
の
可
能
性
を
語
る
一
傍
証
と
し
た
い
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
所
謂
郷
禽
の
敷
地
謹
積
に
つ
い
て
は
如
何
に
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
郷
倉
の
具
体
数
を
示
す
も
の
は
既
に
引
用
し
た
越
中

国
官
倉
納
穀
交
替
帳
や
上
野
国
交
替
使
実
録
帳
な
ど
あ
る
が
、
国
毎

に
正
倉
数
に
お
い
て
著
し
い
隔
り
ぶ
あ
る
以
上
、
こ
れ
ら
は
比
較
の

材
料
に
は
な
ら
な
い
。
や
は
り
不
充
分
な
が
ら
天
平
の
大
倭
国
正
税

帳
を
典
拠
と
し
て
、
そ
の
後
の
生
産
力
の
増
加
な
ど
を
考
え
合
せ
、

天
平
当
時
の
倉
庫
数
な
い
し
そ
れ
以
下
の
程
度
と
考
え
て
お
く
以
外
、

積
極
的
な
こ
と
は
云
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
郷
倉
の
制
度
化
に

先
だ
つ
延
暦
一
〇
．
年
（
七
九
一
）
の
官
符
に
「
相
去
十
丈
」
の
規
定
が

あ
り
、
一
四
年
の
郷
倉
設
置
は
貢
納
の
労
の
極
め
で
大
き
い
百
姓
の

負
担
軽
減
と
合
せ
て
、
類
焼
の
危
険
を
少
く
す
る
だ
め
の
分
散
化
を

大
き
な
目
的
の
一
と
し
て
い
た
こ
と
は
一
顧
の
価
値
が
あ
る
。
即
ち

こ
の
こ
と
か
ら
、
八
世
紀
の
末
以
後
、
郡
倉
は
次
第
に
郷
倉
へ
と
分

散
立
地
の
傾
向
を
と
る
と
共
に
、
か
く
し
て
成
立
し
た
郷
倉
は
、
一

処
の
倉
庫
数
か
ら
見
れ
ば
郡
倉
に
比
し
て
減
少
が
晃
ら
れ
た
に
し
て

も
、
各
倉
庫
間
の
間
隔
の
五
大
に
よ
っ
て
、
敷
地
面
積
自
体
は
さ
し
・

た
る
縮
小
を
見
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
を
考
え
し
め
る
の
で
あ
る
。

恐
ら
く
畿
内
官
田
拡
張
の
際
に
見
ら
れ
る
新
院
創
設
の
場
合
も
同
様

な
・
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
尚
こ
こ
で
今
一
つ
の
参
考
と
し
て
、
初
期
庄
園
に
於
け
る
庄
家
の

敷
地
面
谷
と
倉
・
屋
数
と
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
宝
亀
三
年
（
七
七
エ
）
東
大
寺
廓
大
和
国
添

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

上
郡
春
日
庄
、
倉
一
、
屋
一
、
敷
地
五
段
、
東
大
寺
領
越
前
国
庫
継

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

庄
、
屋
二
、
敷
地
一
町
、
東
大
寺
領
摂
津
追
山
努
郷
庄
、
倉
二
、
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

三
三
町
六
反
二
四
九
歩
、
東
大
寺
領
摂
津
国
勅
旨
庄
、
倉
三
、
選
一
、

　
　
　
　
　
⑧

敷
地
一
町
五
反
、
秀
良
親
王
家
領
伊
勢
国
多
気
郡
大
国
庄
、
無
二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

麗
三
、
敷
地
一
町
一
八
○
歩
、
東
大
寺
領
摂
津
西
成
郡
庄
、
倉
三
、

　
　
　
　
　
⑭

屋
三
、
敷
地
九
段
、
東
大
寺
領
越
前
国
桑
原
庄
、
倉
一
、
屋
七
、
敷
地

　
　
⑭

約
一
町
、
東
大
寺
領
伊
賀
国
阿
拝
郡
柘
植
里
、
倉
七
、
屋
八
、
敷
地

　
㊥

二
町
な
ど
で
あ
り
、
一
般
に
一
町
内
外
の
敷
地
が
考
え
ら
れ
る
わ
け

で
あ
る
。
も
っ
て
他
を
顧
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
筆
・
者
は
倉
庫
敷
地
の
面
積
の
概
略
を
推
定
し
、
大
和
の
場
合
、

天
平
の
郡
愈
…
を
一
つ
の
規
準
に
お
い
て
考
え
れ
ば
、
　
一
般
に
一
町
前

後
の
倉
敷
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
さ
す
れ
ば
そ
れ
は

条
里
制
の
坪
に
極
め
て
深
い
関
連
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
を
述
べ

て
き
た
。
若
し
そ
の
推
定
が
正
し
け
ポ
ば
道
路
及
び
用
排
水
路
を
も

つ
て
周
ら
さ
れ
て
い
る
条
黒
の
一
町
の
地
積
は
、
何
の
造
作
を
も
加

え
ず
し
て
お
の
ず
か
ら
官
符
に
云
う
と
こ
ろ
の
「
院
」
を
構
成
し
て
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い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
「
マ
チ
」
又
は

混
同
が
証
し
得
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
気

七
　
倉
敷
地
の
立
地
条
件

「
ツ
ボ
」
1
1
「
院
」
の

　
次
に
、
如
上
の
諸
倉
院
は
一
体
、
具
体
的
に
如
何
な
る
地
点
に
立

地
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
い
く
つ

か
の
条
件
が
あ
っ
た
。
条
件
の
第
一
は
倉
庫
令
で
あ
る
。
　
「
安
倉
、

皆
於
」
渦
燥
処
一
置
レ
之
、
側
開
曽
”
三
盛
ハ
去
レ
倉
五
十
府
内
、
不
レ
得
レ
鷺
二

舘
舎
一
」
と
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
　
次
で
、
　
「
若

有
囲
営
田
之
地
表
レ
倉
禰
遠
｛
国
司
随
二
其
便
宜
榊
量
劃
建
小
照
ハ
令
レ
易
榊

　
　
　
　
　
　
⑧

轡
納
「
以
省
「
嚇
筏
煩
こ
と
の
規
定
が
あ
る
。
こ
の
…
笏
合
、
営
田
の
地

と
は
い
う
も
の
の
、
正
長
或
い
は
惣
監
な
る
も
の
の
管
理
と
い
う
点

か
ら
見
て
も
民
居
か
ら
遠
い
田
園
の
中
に
倉
…
院
を
鷺
く
と
考
え
る
こ

と
は
不
自
然
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
先
だ
つ
て
太
宰
府
管
下
に
公
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

田
の
制
が
施
行
さ
れ
た
際
の
　
「
近
「
「
百
姓
忌
日
　
各
建
“
小
義
鱒
云
々
」

の
文
章
と
符
節
を
合
す
る
も
の
と
考
え
た
い
。
従
っ
て
こ
れ
ら
を
整

理
す
る
と
、
　
（
一
）
百
姓
の
居
、
従
っ
て
集
落
に
近
く
、
　
（
二
）
し

か
も
決
し
て
集
落
に
内
包
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
集
落
に
濫
費
さ
れ
、

（
三
）
高
燥
な
地
で
あ
っ
て
、
　
（
四
）
防
火
並
び
に
排
水
を
匿
的
と

　
　
　
　
へ

し
た
池
渠
を
も
つ
て
周
ら
さ
れ
、
　
（
五
）
穀
物
の
運
搬
に
便
な
る
地

点
が
、
お
の
ず
か
ら
倉
院
と
し
て
浮
び
上
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

も
と
よ
り
一
々
の
倉
院
が
か
か
る
条
件
を
金
て
備
え
た
地
に
位
置
し

た
と
考
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
概
し
て
云
え
ば
、

本
稿
の
習
頭
に
示
し
た
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」
　
「
ク
ラ
ノ
ッ
ボ
」
の
一
六

例
（
山
地
の
三
例
、
及
び
明
ら
か
に
例
外
と
思
わ
れ
る
一
例
を
除
く
）
　
の
多

く
が
、
こ
の
条
件
の
幾
つ
か
に
適
合
す
る
地
点
を
占
め
て
い
る
こ
と

は
注
国
に
値
す
る
こ
と
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
条
件
の
（
一
）
・
（
二
）
は
云
わ
ば
二
二
の
こ
と
を
表
裏
二
面
か
ら

云
っ
た
も
の
で
あ
つ
で
こ
こ
で
は
合
せ
て
考
え
て
差
支
え
な
い
と
思

う
。
第
一
図
に
示
し
た
と
こ
ろ
で
竜
あ
る
が
尚
各
事
例
に
つ
い
て
み

る
と
、
3
・
8
・
9
・
1
1
・
1
6
・
1
8
・
1
9
・
2
0
の
諸
例
は
各
集
落
に

接
す
る
坪
を
占
め
て
い
る
し
、
2
・
4
・
5
・
6
・
1
0
の
各
事
例
も

ま
た
充
分
に
集
落
…
に
近
い
。
も
ち
ろ
ん
過
去
に
お
け
る
集
落
の
移
動

は
充
分
明
ら
か
で
あ
る
と
は
云
え
ず
、
従
っ
て
現
存
集
落
に
対
す
る

近
距
離
性
を
も
つ
て
過
去
の
そ
れ
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
危
険
で
あ

る
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
倭
名
抄
当
時
の
郷
名
や
、
式
内
社
の
存

在
に
よ
っ
て
或
る
程
度
ま
で
現
存
集
落
の
古
さ
を
追
究
し
た
結
果
に

於
て
も
こ
の
分
布
傾
向
の
偶
然
で
な
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
し
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か
も
こ
れ
ら
は
集
落
に
近
接
し
つ
つ
決
し
て
集
落
そ
の
も
の
に
含
ま

れ
て
い
な
い
こ
と
も
注
意
し
た
い
。
当
時
の
集
落
は
仮
に
郡
衙
に
属

す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
主
た
る
産
業
が
農
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
云

う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
我
が
国
の
農
村
集
落
が
そ
の
平
面
的
広
が

り
に
お
い
．
て
如
何
に
停
滞
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
、
指
撫
し
得
る

こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
、
集
落
と
の
混
在
が
許
さ
れ
ざ
る
も
の
で
あ

っ
た
郡
衙
及
び
そ
の
他
の
倉
敷
地
は
、
各
々
の
倉
庫
が
次
第
に
朽
損

し
、
或
は
所
謂
神
火
を
受
け
て
衰
微
し
、
や
が
て
は
そ
の
全
て
の
機

能
な
失
っ
て
行
く
過
程
に
沿
っ
て
、
既
に
固
定
化
し
て
し
ま
っ
て
い

る
集
落
に
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
あ
り
得
ず
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
耕

地
化
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
推
定
に
符
合
す
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
条
件
の
　
（
三
）
　
で
由
の
る
一
尚
繍
屡
な
地
に
・
つ
い
て
は
ど
《
ノ
聖
心
明
す
。
へ
き

で
あ
ろ
う
か
。
大
和
盆
地
の
如
く
一
見
平
坦
な
地
域
に
あ
っ
て
は
特

に
高
燥
な
地
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
強

い
て
求
め
れ
ば
、
百
姓
の
居
に
近
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
条
件

と
相
反
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
　
一
般
に
は
集
落
自
体
が
そ
の

様
な
地
点
を
選
ん
で
立
地
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
条
件

の
（
四
）
に
あ
る
よ
う
な
池
渠
を
周
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
燥
は

上
る
程
度
保
て
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
条
件
は
さ
し
て
考
慮
す
る

必
要
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
事
例
2
及
び
1
5
の
よ
う
に
い
さ
さ

か
低
湿
地
に
す
ぎ
る
場
合
、
我
々
は
尚
一
考
を
要
す
る
か
と
思
わ
れ

る
の
み
で
あ
る
。

　
条
件
の
（
四
）
で
あ
る
池
渠
に
つ
い
て
は
、
条
里
地
域
に
あ
っ
て

は
溝
渠
網
が
広
く
施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
さ
し
た
る
問
題
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
に
更
に
事
例
3
・
1
1
・
1
9
の
如
き
は
溜

池
に
接
し
て
立
地
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
好
条
件
を
思
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

　
条
件
の
（
五
）
も
、
例
え
ば
条
件
の
（
一
）
・
（
二
）
に
比
し
て
特

に
重
要
な
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
が
一
応
、
恐
ら
く
は
当
時
の

主
要
な
道
路
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
条
里
界
線
を
指
標
と
し

て
考
え
て
み
れ
ば
、
1
・
3
・
5
・
6
・
9
・
1
0
・
1
1
の
諸
事
例
が
、

条
里
界
線
に
接
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
の
で
あ
る
。
（
第
一
図
）

　
次
に
、
最
も
問
題
と
な
る
現
集
落
成
立
の
新
古
、
及
び
そ
の
集
落

が
郷
あ
る
い
は
郡
の
中
心
的
集
落
で
あ
っ
た
か
否
か
な
ど
に
つ
い
て
、

か
な
り
明
瞭
な
竜
の
の
み
郷
域
の
比
定
、
式
内
社
の
立
地
な
ど
の
観

点
か
ら
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
は
先
学
の
業
績
、
特
に
『
日
本

輿
地
通
志
』
大
和
の
部
》
『
大
和
着
料
』
、
吉
田
東
伍
氏
の
『
大
日
本
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地
名
辞
書
』
に
主
と
し
て
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
繁
雑
を
避
け
る

た
め
、
こ
の
叢
書
に
関
し
て
は
特
に
必
要
な
も
の
以
外
は
註
記
を
し

な
い
こ
と
に
す
る
。

　
事
例
3
　
磯
城
郡
川
東
村
遠
田
蔵
ノ
町
の
場
合

　
遠
田
集
落
の
成
立
の
新
古
を
判
断
す
る
直
接
の
史
料
は
存
し
な
い
。

が
そ
の
西
南
に
近
く
位
置
す
る
蔵
堂
に
は
式
内
社
村
擬
餌
禰
富
都
比

雪
降
及
び
村
屋
社
（
二
座
）
が
あ
り
、
　
近
世
に
は
、
各
々
一
四
村
・

コ
ニ
村
民
が
共
に
祭
祀
に
預
っ
て
い
た
。
久
須
須
美
社
ま
た
禰
累
算

比
売
笑
内
に
あ
る
と
い
い
、
蔵
堂
に
近
接
す
る
大
木
集
落
に
は
岐
多

志
太
社
、
海
知
集
落
に
は
倭
恩
智
祉
、
大
安
寺
集
落
に
は
服
部
社

（
上
座
）
の
所
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
要
す
る
に
こ
の
「
蔵
ノ

町
」
を
め
ぐ
る
一
帯
の
地
域
が
疑
い
も
な
し
に
城
下
郡
東
郷
の
中
心

地
帯
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
倭
名
抄
の
郷
名
で
云
え
ば

恐
ら
く
室
原
郷
に
比
定
す
べ
き
地
域
で
あ
っ
て
、
城
下
郡
の
他
の
三

郷
が
い
つ
れ
も
下
ッ
道
の
西
部
に
比
定
し
得
る
こ
と
か
ち
云
っ
て
も
、

城
下
東
郷
1
1
室
原
郷
の
郷
倉
と
、
こ
の
「
蔵
ノ
町
」
と
を
関
連
さ
せ

て
考
え
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。
地
籍
図
上
の
地
割
に
は
著
し

い
特
徴
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。

　
嘉
例
5
　
磯
城
郡
多
村
秦
ノ
庄
蔵
ケ
町
の
場
合

　
倭
名
抄
十
市
郡
飯
富
郷
は
多
村
を
中
心
と
し
た
一
帯
が
考
え
ら
れ

て
い
る
。
現
在
の
多
集
落
が
往
時
の
中
心
的
な
集
落
で
あ
っ
た
ろ
う

こ
と
は
、
式
内
多
坐
弥
志
理
都
比
盲
社
（
二
座
）
、
皇
子
神
人
社
、
姫

皇
子
命
社
、
小
四
神
命
社
が
こ
こ
に
あ
つ
ま
り
、
更
に
弥
志
理
都
比

古
社
の
苗
畜
た
る
屋
就
気
配
社
を
大
垣
に
、
干
詩
社
を
八
条
に
有
し
、

し
か
竜
近
世
に
、
弥
志
理
都
比
古
社
を
共
に
祭
祀
す
る
も
の
二
・
一
村

の
多
き
を
数
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
諒
解
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
多
集

落
の
北
に
当
っ
て
こ
の
「
蔵
ケ
町
」
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
十
市

西
郷
な
い
し
飯
富
郷
の
倉
敷
地
と
考
え
得
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
事
例
6
　
磯
城
郡
都
村
八
尾
蔵
ノ
町
の
場
合

　
八
尾
集
落
の
西
方
に
あ
る
「
蔵
ノ
町
」
・
も
往
時
の
鏡
作
・
黒
田
下

郷
を
包
括
す
る
一
帯
の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
注
目
に
価
’

す
る
。
即
ち
鏡
作
聖
天
照
御
魂
社
及
び
鏡
作
逸
気
社
の
両
式
内
社
は
、

そ
れ
ぞ
れ
八
尾
及
び
小
阪
に
在
る
、
富
写
像
は
黒
田
郷
内
と
考
え
る

こ
と
の
可
能
な
富
本
に
在
る
と
さ
れ
℃
い
る
が
、
特
に
八
尾
の
天
照

御
魂
社
を
合
筆
祭
祀
す
る
諸
村
落
が
、
近
世
に
於
い
て
宮
古
・
但
馬
・

黒
田
・
岩
見
・
今
里
・
西
代
・
新
町
の
諸
村
で
あ
っ
て
（
第
三
図
）
、
こ
れ

よ
り
八
尾
集
落
、
ひ
い
て
は
八
尾
地
籍
に
属
す
る
「
蔵
ノ
町
」
の
中
心

性
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
諸
先
学
の
考
定
や
地
形
図
か
ら
判
断
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す
る
限
り
、
往
時
鏡
作
・
黒
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
両
郷
は
極
め
て
近
接
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
も
の
の
如
く
で
あ
り
、
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
と
も
南
郷
は
城
下
西
郷
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
既
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
倉
ノ
町
」
は
、
談
山
神
祉

領
膳
夫
庄
と
は
何
等
関
係
が
な
く
、
地
名
の
発
生
は
当
時
の
差
図
に

も
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
明
ら
か
に
そ
れ
以
前
ま
で
遡
り
得

る
貴
重
な
事
例
で
あ
る
。

　
こ
の
膳
夫
地
方
は
古
く
古
事
記
に
見
え
る
愚
臣
氏
の
占
拠
し
た
と

こ
ろ
と
さ
れ
、
律
令
時
代
の
到
来
と
共
に
十
市
郡
池
上
郷
に
属
す
る

と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
池
上
郷
の
故
地
は
、
安
倍
村
大
字
池
之
内
、
香

久
山
村
大
字
池
尻
が
か
つ
て
の
磐
余
池
辺
の
地
に
あ
て
ら
れ
る
故
に
、

安
倍
村
・
香
久
山
村
の
一
帯
が
そ
れ
に
当
る
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ろ
で
保
井
芳
太
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
　
「
倉
ノ
町
」
の
東
南
に
接
す
る

「
瓦
釜
」
か
ら
多
く
の
古
瓦
が
出
土
し
、
同
地
籍
内
に
在
る
虚
空
蔵

寺
の
前
に
二
個
の
礎
石
が
、
こ
れ
は
移
動
し
た
形
跡
が
あ
る
に
し
て

も
、
位
置
し
て
い
る
こ
と
、
坪
名
に
「
カ
ウ
タ
ウ
」
＼
（
今
は
古
塔
と
書

く
が
、
こ
れ
は
却
っ
て
講
堂
金
堂
な
ど
に
あ
た
る
と
考
え
る
べ
き
も
の
）
「
タ

ウ
ノ
ダ
ソ
」
（
塔
祉
と
考
え
る
べ
き
も
の
）
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
こ
の

地
に
古
い
膳
夫
寺
の
堂
塔
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
そ
の
古

瓦
か
ら
見
て
、
白
鳳
時
代
創
建
、
平
安
日
頃
ま
で
そ
の
寺
運
を
維
持

し
た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
愚
臣
氏
と
も
関
連
し
て
集

落
の
大
き
な
移
動
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
て
み
れ
ば
こ
の
「
倉
ノ
町
」

も
郷
又
は
そ
れ
以
下
の
単
位
の
地
域
に
対
す
る
倉
敷
地
と
考
え
ら
れ

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
事
例
1
0
　
高
市
郡
鴨
公
営
高
殿
倉
…
ノ
町
の
場
合

　
高
殿
集
落
を
含
め
た
八
木
町
、
鴨
公
村
の
’
帯
は
従
来
ほ
ぼ
倭
名

抄
の
遊
部
郷
の
境
域
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
遊
部
郷
の
中
心

集
落
か
と
考
え
ら
れ
る
四
分
に
は
式
内
鷺
酒
量
が
あ
り
、
近
世
に
は
、

高
殿
は
城
戸
・
醍
醐
・
縄
手
と
共
に
鷺
難
論
の
祭
祀
に
預
っ
て
い
た
。

高
市
郡
に
は
郡
の
首
座
と
し
て
の
高
市
御
県
黒
鴨
事
豊
艶
社
が
あ
る
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が
、
そ
の
鎮
座
地
は
従
来
或
は
雲
梯
と
い
い
或
は
高
殿
の
大
宮
の
地

　
　
　
　
　
⑭

と
さ
れ
て
来
た
。
高
殿
の
大
宮
の
地
は
国
立
文
化
財
研
兜
所
の
発
掘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

．
調
査
の
結
果
、
藤
原
宮
趾
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
は

周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
、
時
代
的
に
相
当
の
隔
り
の

あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
藤
原
宮
趾
に
式
内
社
の
存
在
を
否

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
若
し
鴨
事
代
三
社
が
や
は

り
高
殿
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
地
は
、
単
に
遊
部
郷
の
み
な
ら
ず

高
市
郡
の
中
心
地
域
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
も
っ
て

「
倉
ノ
町
」
を
考
え
る
べ
き
か
と
思
う
。

　
事
例
2
0
　
高
市
郡
金
橋
村
雲
梯
蔵
ノ
坪
の
場
合

　
雲
梯
集
落
を
め
ぐ
る
金
橋
村
・
真
菅
村
の
一
帯
は
往
時
の
雲
梯
郷

の
境
域
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
地
名
の
み
か
ら
み
て
も
雲
梯
集
落
の

成
立
が
古
く
、
し
か
も
雲
梯
郷
の
中
心
集
落
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も
式
内
社
を
検
討
し
て
み
る
と
、
川
俣
社

（
三
座
）
・
加
至
言
留
美
命
社
の
存
在
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し

て
「
蔵
ノ
坪
」
は
集
落
の
西
北
部
に
接
し
、
こ
の
地
点
を
雲
梯
郷
の

倉
敷
地
に
比
定
す
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
と
思
う
。

　
そ
の
他
の
事
例
に
つ
い
て
は
集
落
発
生
の
古
さ
を
直
接
に
示
す
史

料
が
見
当
ら
ず
、
な
お
今
後
の
追
究
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
触

れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
多
く
は
、
上
に
示
し
た
も
の
と
同
様
、
倭
名

抄
当
時
の
郷
の
主
要
な
る
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
依
然

重
要
な
る
例
証
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
大
和
盆
地
の
例
に
つ
い
て
列
記
し
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
冒
頭
に
掲
げ
た
大
和
以
外
の
事
例
を
も
一
、
二

提
示
し
て
一
つ
の
傍
証
と
し
て
お
き
た
い
。

　
第
4
図
　
　
　
事
例
2
2
滋
賀
県
愛

　
知
郡
愛
知
川
町
長
野

　
蔵
ノ
町
の
場
合
（
第

‘
四
図
）

　
和
名
抄
に
は
愛
知
郡

長
野
郷
の
記
載
が
あ
る

が
、
、
こ
こ
に
示
す
長
野

集
落
は
、
そ
の
郷
名
に

一
致
す
る
こ
と
か
ら
い

っ
て
も
、
郷
の
中
心
集

落
で
あ
っ
た
と
考
え
て

支
障
な
い
。
の
み
・
な
ら
，

ず
近
江
輿
地
志
略
に
よ
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図5第注
逸
し
て
よ
い
。
そ
の
長
野
集
落
の
菓
北
部
に
接
し
て

が
在
る
。
故
に
こ
れ
を
愛
知
郡
倉
敷
、
或
は
長
野
郷
倉
敷
な
ど
に
比

定
す
る
．
司
能
性
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

事
例
2
3
兵
庫
県
美
嚢
郡
志
染
村
安
福
田
野
ノ
恥
の
場
合
、
（
第
五

　
図
）

　
志
染
川
の
形
成
す
る
小
河
谷
平
野
に
位
置
す
る
志
染
村
一
帯
が
、

る
と
、
長
野
大
領

宮
な
る
古
祠
が
大

字
長
野
に
存
す
る

こ
と
一
か
述
。
へ
ら
1
山
ル

て
お
り
、
そ
れ
故

に
、
愛
知
郡
衙
と

の
関
連
す
ら
想
像

さ
れ
る
重
要
な
集

落
で
あ
る
。
他
に

や
や
東
南
の
大
字

沓
掛
に
は
愛
知
川

の
古
駅
が
比
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
も

　
　
「
蔵
ノ
町
」

縮
見
屯
倉
の
故
地
に
当
る
こ
と
は
著
名
で
あ
る
。
律
令
時
代
に
入
る

と
こ
の
地
は
美
嚢
郡
の
志
離
郷
に
名
を
改
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

志
深
郷
の
中
心
部
の
大
字
安
福
田
に
「
蔵
ノ
町
」
が
あ
る
。
こ
れ
ま

た
和
深
郷
倉
の
敷
地
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
播
磨
風
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ヤ
ケ

記
美
嚢
郡
の
条
に
は
「
倉
造
り
絵
ひ
し
処
を
や
が
て
御
宅
の
村
と
号

け
、
倉
造
り
給
ひ
し
処
を
御
倉
尾
と
号
く
」
と
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で

遡
及
す
る
の
は
あ
ま
り
に
大
胆
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
「
蔵
ノ
町
」
は
地
形
的
に
河
谷
平
野
部
縁
辺
の
傾

斜
変
換
線
上
に
位
麗
す
る
。
そ
れ
に
電
か
か
わ
ら
ず
筆
者
は
あ
え
て

こ
の
地
名
が
条
里
制
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
こ
れ
ま
で
の
考
え
を
主

張
し
た
い
。
か
つ
て
門
脇
顧
二
氏
は
「
こ
の
地
は
先
行
性
河
川
で
あ

る
志
深
川
に
沿
っ
て
、
丘
陵
性
山
脈
の
間
に
介
在
す
る
東
西
約
一
里

の
細
長
い
地
域
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
景
観
か
ら
云
っ
て
も
亦
各
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

落
の
地
籍
図
に
も
載
量
綱
の
痕
跡
は
全
く
な
い
」
と
の
見
解
を
発
表

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
し
か
し
筆
者
が
調
査
し
た
印
象
で
は
、
氏

の
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
や
や
速
断
に
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
一
帯
に
は
、
む
し
ろ
か
な
り
明
瞭
な
方
響
状
地
割
の
痕
跡
を
追
跡

し
得
る
し
、
尚
、
ご
く
僅
か
で
は
あ
る
が
臼
坪
・
矢
ノ
坪
等
の
坪
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

名
、
如
上
の
蔵
ノ
町
、
岩
町
等
の
町
地
名
が
散
見
す
る
か
ら
で
あ
る
。

124　　（ユ24）



大和盆地に分布する小宇「クラノマチ（ッボ）」の考察（足利）

し
か
も
、
こ
れ
よ
り
は
る
か
に
狭
小
な
地
域
に
於
い
て
確
か
に
条
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
施
行
さ
れ
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

八
　
む
　
　
す
　
　
び

　
以
上
を
要
約
し
て
結
び
に
か
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
大
和
盆
地
に
は
、
条
里
制
地
割
の
毎
々
に
付
せ
ら
れ
た
通
称
と
し

て
の
小
字
名
が
多
数
残
存
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
ク
ラ
ノ
ツ
ボ
」

及
び
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」
を
称
す
る
も
の
は
一
七
事
例
（
他
に
所
謂
大
和

盆
地
外
に
三
例
）
が
見
ら
れ
る
。
　
「
ツ
ボ
」
や
「
マ
チ
」
な
る
も
の
は
、

条
里
制
そ
の
も
の
に
大
い
に
関
連
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
　
「
ク
ラ
ノ
ツ
ボ
」
を
含
め
た
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」
小
字
名
は
、

文
献
史
料
及
び
古
地
図
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
我
が
平
安
時

代
の
郡
郷
及
び
そ
の
他
の
官
田
の
正
倉
敷
地
一
正
倉
院
に
起
因
し
て

付
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
を
推
定
し
得
る
。
大
和
に
お
い
て
そ
う

し
た
種
類
の
正
倉
院
が
相
当
数
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ

る
し
、
主
倉
敷
地
は
公
的
に
は
「
院
」
な
る
名
称
を
以
て
呼
ば
れ
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
条
里
制
下
の
「
マ
チ
」
な
る
も
の
は
、
実
体
に

お
い
て
「
院
」
と
全
く
同
じ
性
格
、
機
能
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
正

倉
院
が
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
」
を
竜
っ
て
称
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
の
推
定

が
よ
り
確
実
な
も
の
と
な
る
。
し
か
竜
筆
者
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
大

和
国
の
正
倉
群
は
一
般
に
少
数
で
あ
っ
て
、
そ
の
敷
地
面
積
は
条
里

綱
下
の
「
ツ
ボ
」
・
「
マ
チ
」
の
一
、
二
箇
と
大
い
に
近
い
も
の
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
う
す
る
と
ま
た
一
段
と

「
院
」
↓
「
マ
チ
」
の
移
行
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
更
に
集
落
に
対
す
る
位
禮
そ
の
ほ
か
の
立
地
条
件
等
か
ら
、

提
示
し
た
具
体
例
個
六
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
そ
の
い
く
つ
か

の
集
落
は
明
ら
か
に
律
令
制
下
の
即
事
の
中
心
的
な
集
落
で
あ
っ
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
つ
て
正
倉
院
一
「
ク
ラ
ノ
マ

チ
」
の
推
定
を
か
な
り
確
か
め
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
二
・

三
の
大
和
以
外
の
実
例
を
以
て
こ
れ
を
補
足
説
明
し
た
。

　
筆
者
自
身
こ
の
よ
う
な
問
題
に
と
り
組
ん
で
か
ら
日
な
お
浅
く
、

論
証
過
程
に
お
け
る
混
雑
さ
や
、
大
胆
な
推
定
に
対
し
て
は
非
難
さ

る
べ
き
点
が
多
い
か
と
思
う
。
そ
の
点
汗
顔
の
至
り
で
あ
る
が
、
本

稿
が
幾
分
な
り
と
も
問
題
提
起
の
意
味
を
持
ち
得
れ
ば
幸
で
あ
る
。

①
大
和
地
名
研
究
所
編
『
大
和
地
名
大
辞
典
』
（
昭
漁
二
七
年
）
及
び
日

　
本
地
名
学
研
究
所
編
『
大
和
地
名
大
辞
典
』
続
（
昭
和
三
二
年
）
。

②
　
竹
内
理
三
「
条
塁
制
の
起
源
偏
　
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
』
工
（
昭
和
三

　
四
年
）
所
収
。
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③
　
山
澄
元
氏
の
御
教
示
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

④
　
鏡
味
完
二
『
日
本
地
名
学
』
（
昭
和
三
当
年
）
～
九
七
頁
に
詳
し
い
。

⑤
西
閾
虎
之
助
「
中
世
に
お
け
る
条
里
糊
に
も
と
つ
く
荘
園
」
『
荘
園
史

　
の
研
究
』
上
（
昭
和
二
八
年
）
所
堰
。

⑥
　
平
安
遺
文
一
〇
八
三
暑
。

⑦
　
西
圏
虎
之
助
「
荘
園
に
お
け
る
倉
庫
の
経
営
と
港
湾
の
発
達
と
の
関
係
」

　
『
荘
園
史
の
研
究
』
上
所
収
。

⑧
寧
楽
遺
文
下
天
平
二
〇
年
一
〇
月
一
七
半
官
符
。

⑨
大
日
本
古
交
書
編
年
三
天
平
二
〇
年
二
月
八
日
弘
福
寺
輩
卦
算
。

⑩
　
大
日
本
古
文
轡
　
東
大
寺
文
書
二
　
天
平
宝
字
元
年
一
一
月
｛
二
日
越

　
前
国
司
解
。

＠
　
大
弐
本
古
文
書
　
東
大
寺
文
書
二
　
天
平
宝
字
八
年
瓢
月
九
日
　
越
前

　
国
司
公
験
。
　
　
　
　
・

⑫
『
福
井
環
史
』
一
所
収
。

⑬
　
東
寺
二
合
文
書
ほ
　
頁
観
五
年
九
月
三
二
畏
部
省
符
。

⑭
　
大
H
本
古
文
書
　
東
大
寺
交
害
三
　
天
平
宝
字
四
年
一
一
月
二
丁
及
び

　
一
八
日
東
大
寺
三
綱
牒
。

⑮
平
安
遺
文
言
万
。

⑯
　
至
当
。

⑳
　
昭
和
三
四
年
一
月
二
五
日
『
朝
臼
新
聞
』
朝
刊
。
そ
の
後
、
桑
原
公
徳

　
氏
が
「
枚
方
台
地
周
辺
の
条
里
」
　
（
藤
岡
謙
二
郎
編
『
生
駒
山
地
の
人
文

　
地
理
』
昭
和
三
穴
年
所
収
）
に
お
い
て
詳
し
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。

⑲
　
村
尾
次
郎
『
律
令
財
政
史
の
研
究
』
　
（
昭
和
三
六
年
）
｛
三
一
頁
。

⑲
類
聚
ヨ
代
格
巻
一
二
延
暦
一
四
年
九
月
一
七
日
官
符
。

⑳
類
聚
憲
代
格
巻
一
二
延
暦
一
四
年
閏
七
月
一
五
臼
官
符
。

⑳
　
類
聚
三
代
格
巻
…
．
五
　
元
慶
五
年
二
月
入
臼
官
符
。

⑳
　
難
訓
要
略
　
弘
仁
一
四
年
二
月
～
二
日
官
符
。

⑳
　
前
掲
註
⑤
距
岡
論
文
中
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
に
よ
る
。

⑳
　
前
掲
註
⑳
　
　
　
　
⑳
　
前
掲
註
⑧

⑳
　
前
掲
註
⑳
　
　
　
　
⑳
　
平
安
遺
文
二
〇
四
号
。

⑳
　
村
尾
次
郎
前
掲
註
⑲
書
蝋
五
五
～
六
頁
に
は
詳
細
な
考
証
が
あ
り
、
記

　
載
は
某
村
、
川
上
村
、
某
村
、
意
斐
村
、
某
村
の
五
ヶ
村
に
亘
っ
て
い
る

　
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑧
平
安
遺
文
四
六
〇
転
語
。
⑳
平
安
遺
文
六
七
二
母
。

⑳
『
霧
田
貞
吉
「
院
の
名
義
」
　
『
歴
史
地
理
』
二
九
の
六
（
大
正
六
年
）
他

　
に
星
野
恒
「
薩
隅
地
名
称
院
孜
」
　
『
史
学
雑
誌
』
九
の
八
（
明
治
一
一
二
年
置
、

　
村
岡
良
弼
『
目
太
・
地
理
志
料
』
日
向
、
吉
閏
東
伍
『
荘
園
舗
度
の
大
要
』

　
（
大
正
五
年
）
等
。

⑫
　
松
岡
久
人
「
郷
司
の
成
立
に
つ
い
て
」
『
鷹
史
学
研
究
』
一
コ
五
号
（
昭

　
和
三
三
年
）

⑳
　
平
安
遺
文
九
二
〇
琴
。

⑳
　
類
聚
薫
代
格
巻
一
五
　
弘
仁
一
四
年
二
月
二
一
日
官
符
。

⑳
　
赤
松
俊
秀
「
公
営
田
を
通
じ
て
観
た
る
初
期
荘
園
制
の
構
造
に
就
い
て
』

　
『
歴
史
学
研
究
』
七
の
五
（
昭
和
一
二
年
）

⑭
　
前
掲
譲
⑳
　
　
　
　
　
⑭
　
前
掲
註
⑭
喜
田
論
文
。

⑳
　
寧
楽
遺
文
上
所
堰
。
　
⑳
　
前
掲
註
⑳
喜
照
論
文
。

⑳
　
野
村
伝
四
『
大
漁
の
垣
内
』
　
（
昭
和
一
八
年
）
一
四
～
五
頁
。
囁

⑪
　
中
山
太
郎
「
垣
内
考
」
　
『
歴
史
地
理
』
三
二
の
一
（
大
正
七
年
）
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⑫
　
前
掲
註
②

⑬
　
大
日
本
古
文
書
　
編
年
一
所
収
。
　
　
⑭
　
前
掲
註
⑱
二
七
隣
頁
。

⑯
　
例
え
ば
前
掲
註
⑳
の
官
符
に
「
諸
国
建
試
写
元
売
一
処
」
と
あ
る
。

⑯
　
類
聚
三
代
格
巻
｛
二
所
収
。

⑰
　
高
井
悌
三
部
『
常
陸
国
新
治
郡
上
代
遺
跡
の
研
究
』
　
（
昭
瀦
一
九
年
）

　
一
　
～
六
～
七
百
ハ
。

⑱
　
　
日
本
後
紀
巻
二
山
ハ
。

⑲
　
田
辺
哲
夫
「
玉
名
郡
倉
肚
と
推
定
さ
れ
る
肥
後
立
願
寺
の
遺
構
」
　
『
熊

　
本
史
学
』
一
〇
（
昭
和
三
一
年
）

⑳
　
大
日
本
古
文
書
　
編
年
二
所
収
。

＠
　
服
部
昌
之
「
郡
の
成
立
過
程
」
　
『
人
文
地
理
』
一
〇
の
二
（
昭
和
三
三

　
年
）

⑫
　
吉
田
東
伍
『
大
ヨ
本
地
名
辞
書
』
大
和
国
添
下
郡
大
郡
宮
塩
の
条
。

㊥
藤
岡
壷
蔀
柔
里
制
地
割
と
競
在
の
漿
観
と
の
．
問
題
」
『
幾
内
歴
史

　
地
理
研
究
』
　
（
昭
和
三
三
年
）
所
取
。

⑭
　
米
倉
二
鄭
「
律
令
時
代
初
期
の
村
落
」
『
地
理
論
叢
』
二
　
昭
和
八
年
。

㊥
　
露
楽
断
交
　
三
宝
亀
三
年
八
月
一
…
臼
船
人
牒
。

⑳
　
前
掲
註
⑪
　
　
　
　
⑰
　
前
掲
註
⑭

㊥
　
前
掲
註
⑯
　
　
　
　
⑲
　
前
掲
註
⑬

⑧
前
掲
註
⑮

⑧
　
前
掲
註
⑲
　
な
お
史
料
に
は
敷
地
面
積
が
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

　
な
い
が
、
庄
家
は
一
五
〇
丈
の
楷
壇
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が

　
方
　
町
の
地
覆
を
め
ぐ
る
一
四
四
丈
の
長
さ
に
近
い
こ
と
か
ら
、
約
一
町

　
の
面
積
を
推
定
し
た
わ
け
で
あ
る
。

⑧
　
前
掲
誌
⑧
　
　
　
　
㊥
　
前
掲
註
⑳

⑧
前
掲
註
⑧

㊥
　
　
保
井
虻
万
太
郎
『
大
和
ト
｛
代
出
寸
院
拙
誌
』
　
（
昭
　
和
七
年
忌
六
四
《
（
七
一
貝
「
膳

　
夫
寺
」

⑧
　
大
正
四
年
難
詰
の
『
奈
良
県
高
布
郡
志
料
』
　
（
八
七
～
九
頁
）
が
雲
梯

　
に
あ
て
て
い
る
こ
と
は
一
応
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑧
　
日
本
古
文
化
購
研
究
所
編
『
藤
原
宮
阯
伝
説
地
高
殿
の
調
査
』
　
（
昭
和

　
　
六
年
）

⑯
　
門
脇
…
禎
二
「
ミ
ヤ
ヶ
の
史
的
位
置
」
　
『
史
林
』
一
一
一
五
の
三
（
昭
湘
二
七

　
年
）

⑧
最
近
、
渡
辺
久
雄
氏
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
な
見
解
を
発
表
さ
れ
た
。

　
（
「
河
系
の
交
化
扁
　
『
人
文
地
理
』
｛
三
の
六
昭
和
三
六
年
）

⑳
　
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
伊
賀
上
野
市
大
字
古
郡
附
近
は
、
長
田
川
の
形
成

　
す
る
方
六
町
前
後
の
極
め
て
狭
い
河
谷
平
野
で
あ
る
が
、
そ
の
地
域
に
条

　
里
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
著
名
な
藤
原
実
遠
所
領
田
畠
臼
録
に
文
献
上

　
の
確
証
が
あ
る
と
共
に
、
現
地
籍
図
上
で
も
明
瞭
な
遺
構
を
確
認
で
き
る

　
の
で
あ
る
。
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construction，　as　an　immediate　consequence　of　Reconstruct呈on．

　　Because，　the　Bourbons，　who　controled　over　poi呈tical　powers　of

the　South　after　Reconstruct至or1，組ade　their　effort　to　protect　Neg一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
roes’ 垂盾P量tical　and　social　r量ghts　so　as　to　maintain　their　polltica至

power．　Accordingly，　after　Reconstrtction，．political　and　social　con一

．d呈tions　of　the　Negroes　were　not　so　severe　and　rigid　as　they　became

later．　　　　　　　　　，

　　Then，　what　c4used　Negro　disfranchisernent　in　the　South～　To

answer　this　question，　I　must　tum　my　eyes　to　the　Populist　move－

ment．　When　agricultural　depressioia　teok　place，　aμhe　late　period

of　1880’s，　Southern　farmers　organized　the　Popu圭圭st　party　and　allied

w圭th　Negroes，　they　stood　against　the　Bourbons　who　controled　state

government．　B就as　sooll　as　the　populis£movement　collapsed，　lt

turned　o慌the　struggle　for　white　supremacy．　Thls　result　was

total　disfranchisement　of　Negroes，　an（孟upon　the　sacr量fice　of　Neg－

rQes　and　poor　whites，　the　Solid　South　was　established．

　　　　　　　　　　　　　　　　Gunga　君β衙and　Kura倉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kenryo　Ashikaga

　　In　the　Yamato大和basin　have．　many　Koaga小字remained

as　a　common　name　for　each　TsPtbo　b’F－　of　the　so－called　／67歪　条

里10ts；among　them　We　call　count　seventeeB　examples量n　what

was　called　as‘κ〃観㈱αo海ゴ’or‘Knranotsubo　’．　We　may　think

that　those　Koaga　were　named　after　Gun　or　O6郡・郷and　among

others　S彬36正禽site　or　S層s6加正倉院Qf　Kanden　官田　and
．6thers．

Thi・apt・1・w圭11　d・v・1・p　th・f・11・wi・g　P・・b至・m・・一

　　（エ）　Traching　some　resources　to　the　forming　per三〇d　of　this　name
　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　・tand　its　clrcumstance．

　　（2）explaining　the　existence　of　such　S6伽倉院even　ill　the

　　　　　Yamato大和country　like　oehers。

　　③　Studylng　the　identity　between‘動’院and‘C々ゲ町．

　　㈲　Researchlng　its　relation　with　the　un呈t　dimensions　of／b”f・i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’（156）



　　　　　条里by．estimating　the　site　area．

　（＆）　Regulating　the　locating　conditlons　of　S6in　and

each　example．

applying　to

Landholding　System　in　the　Kudaka久高

　　　　　　　　　Island　of　the　Ryukyu

　　　　　　　by

Tsuneyoshi　Ukita

　There　remains　a　very　old　landholding　system　in　the　island　of

Kudaka久高（land　area　about　2　sq．　km．，　pop．　about　630），　where

94　90　of　the　cultivated　land　is　common　which　belongs　to　10　‘　Kumi　’

組and　Kumi　is　divided　into　15　parts，　what　is　called　one　holding

unit一地with　the　average　dlmensions　of　about　O．2　ha．　Before　the

Second　World　War，　one　holding　unit　is　distributed　to　each　man，

from　sixteen　to　sixty　yedrs　old；　but　after　the　War　to　each　family

（though　one　half　holding　unit一地葺or　two　holding　units二地to

a　large　family）．

　　Fields，　belongiRg　to　each　1〈umi，　are　dispersed　over　the　whole

island，　denoting　the　average　dispersing　rate　of　19．4　plots，　and

each　p｝ot　is　divided　into　fifteen　equal　parts．　So　fields　are　of

very　small　“Streifenflur”，　where　sweet　potatoes　in　summer　and

wheat　in　wlnter　are　raised　by　woinen’s　worl〈　only　and　fishery

belongs　£o　men’s　labor．
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